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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔建設部〕 

    ・建設部長あいさつ 

   〔都市計画課〕 

    ・議案第６５号 那須塩原市黒磯都市計画事業那須塩原駅西土地区画整理事業施行に関する条例及び那 

            須塩原市那須塩原都市計画事業那須塩原駅北土地区画整理事業施行に関する条例の廃 

            止について 

    決算審査 

    ・認定第 １号 平成２５年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔都市整備課〕 

    予算審査 

    ・議案第５０号 平成２６年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 平成２５年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔道路課〕 

    予算審査 

    ・議案第５０号 平成２６年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 平成２５年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔建築指導課〕 

    決算審査 

    ・認定第 １号 平成２５年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○眞壁委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、９月定例会の常任委員会にご出席をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

  相馬委員のほうから欠席する届け出が出ており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  けさは非常に肌寒さを感じまして、本当に秋を

迎えたな、そういう季節になってきました。季節

の変わり目ですので、ぜひ皆様にはご健康に十分

留意なされて、ますます活躍していただきたいと、

このように思います。 

  さて、本定例会で当常任委員会に付託された案

件は、条例廃止案件の１件、その他の案件１件の

計２件でございます。なお、補正予算案件４件及

び決算認定案件の４件につきましては、関係所管

課のところで随時予算審査特別委員会（第四分科

会）及び決算審査特別委員会（第四分科会）へ切

りかえて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いするとともに、円滑な進行にご協力をいただ

きますようお願い申し上げまして、ご挨拶といた

します。 

  それでは、ただいまから、建設水道常任委員会

を開会いたします。 

  次第により順次進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○眞壁委員長 初めに、若目田建設部長からご挨拶

をいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○若目田建設部長 （挨拶。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  それでは、都市計画課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 議案第65号 那須塩原市黒磯都市計

画事業那須塩原駅西土地区画整理事業施行に関す

る条例及び那須塩原市那須塩原都市計画事業那須

塩原駅北土地区画整理事業施行に関する条例の廃

止についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○君島都市計画課長 （議案第65号について説

明。） 

○眞壁委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第65号 那須塩原市黒磯都市計画事業那須

塩原駅西土地区画整理事業施行に関する条例及び

那須塩原市那須塩原都市計画事業那須塩原駅北土
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地区画整理事業施行に関する条例の廃止について

は、原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第65号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 これより決算審査特別委員会（第四

分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長、お願いします。 

○君島都市計画課長 （認定第１号について説

明。） 

○眞壁委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 資料のほう、今説明いただいた資料の

205ページですね。８款土木費１項１目土木総務

費の中の80事業ということで、被災住宅再建等利

子補給金に16件で72万9,409円ということなんで

すが、この被災住宅というのは何の被災で、また、

どういう形の方に補給されているのか伺いたいと

思います。 

○眞壁委員長 君島課長。 

○君島都市計画課長 こちらにつきましては、平成

23年３月11日の東日本大震災の際に被災を受けま

した住宅に対しましての改修ですとかに当たりま

して、その際に必要となる資金の利子を市のほう

が補給するものでございます。建築につきまして

は、全壊あるいは半壊等を含めまして、平成23年

から25年度までに合計で16件の申請者がございま

して、その方々への利子の補給になりますが、一

応最高限度といたしましては、補助の対象の借り

入れ限度額ですか、これは500万円ということに

なっておりまして、利子の補給の限度につきまし

ては2.75％になってございます。2.75％以内にな

っております。一応これにつきましては県のほう

の補助もございまして、県のほうはその0.5％相

当額の以内ということになっておりまして、県の

ほうと市のほうであわせて補助をするということ

でございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員 わかりました。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の佐藤委員のほうからの質問なんで

すが、東日本大震災3.11から23、24、25で16件と

いうお話だったんですが、そうすると去年の市政

報告書なんかでは15件分というふうに記載されて

いるんですね。ですから、毎年その15、16という、

そういう件数なのかなと思ったんですが、今の説

明でいくとちょっとよくその辺がわからないんで

すけれども、再度お願いします。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 16件の内訳ですけれども、23

年度に１人。 

○吉成委員 そういう意味なんですか。 

○君島都市計画課長 はい、すみません。24年度に

14人。ここまでで15人いたと。25年度に新たに１

人申請がありましたので、16人ということでござ

います。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは返済に対してになるんで、

年度をまたぐという理解でいいということですか。 

○眞壁委員長 課長。 
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○君島都市計画課長 そのとおりでございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

  それでは、歳入の32ページですが、先ほど説明

いただいた２項１目の不動産売り払いの収入に関

して、新町の分譲地で３区画、それから土地区画

整理、これは北ですかね。西なのかちょっとわか

らないんですが、新町のほうの３区画ということ

は新町ですから六差路のところだと思うんですけ

れども、そうすると、現状をあとどのぐらい残っ

ているのか。それから、坪単価は今回どのぐらい

で販売をしているのか。同じく土地区画整理事業

の保留地に関してもちょっと詳細な説明いただけ

ればと思います。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 まず、各分譲地ごとの区画数

でございますが、新町につきましては全部で17区

画ほど販売をしておりまして、昨年は３区画ほど

売れました。全体の販売数ですが、７区画売れま

して、残りが10区画になります。 

  それから、区画整理のほうですが、区画整理の

ほうにつきましては、昨年は西地区のほうは売れ

てないんですね。北地区が２区画ほど売れており

まして、ちなみに北地区のほうは全部で50区画で

すね。それで、販売が35区画ほどになりました。

ですので、残が15区画。それで、ちなみに西地区

につきましては全部で112区画ほどありまして、

今までに売れているのが109区画になります。で

すので、残は３区画ということで、西、北合わせ

まして、昨年度末ですと18区画ほど販売されて

ない、売れてないのがあるということでございま

す。 

  あと参考までにですけれども、関谷地区にも販

売している土地がありますが、全部で57区画ほど

ございまして、販売済みが38区画、残区画が19区

画となります。 

  それから、あとは単価でございますが、まず新

町ですけれども、面積で言いますと約280㎡程度

から320㎡ぐらいの区画になっておりますが、金

額で言いますと約600万から680万ぐらいというと

ころですんで。 

○若目田建設部長 新町、ちょっと私も今計算しま

した。昨年売れた区画でいきますと、大体新町に

つきましては平米で２万800円、２万2,000円とい

うことで、２万円、これ坪にしますと大体６万

8,000円ぐらいですかね。ということで、これは

単価の見直しをやっておりまして、それで、26年

度につきましては、今年度は直さなかったんです

が、同じだということ。かなり以前から比べると

安くなりまして、周りの民間で販売している価格

とほぼ同じぐらいになったというふうな状況でご

ざいます。前から比べたら、分譲開始のころから

比べたら大体半分ぐらいになりましたかね。とい

うことで去年は３区画ほど売れたと。ちなみにこ

としも申し込みがありました。 

○眞壁委員長 あとは区画整理のほうは。 

○君島都市計画課長 区画整理のほうにつきまして

は、ちょっと差がありまして、約７万9,000円…… 

○吉成委員 平米。 

○君島都市計画課長 すみません、坪ですね。北地

区の２区画、坪単価ですみません、12万1,000円、

売れた区画ですね。12万1,000円ということでご

ざいます。平米ですと３万6,600円ということで

す。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 新町のほうは結局価格の見直しをした

ということが売れる要素になったということだと

は思うんですが、その見直しはどういった形でや

られたんですか。 

○眞壁委員長 課長。 
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○君島都市計画課長 これにつきましては一応不動

産鑑定士さんのほうに近隣近傍の売買事例等によ

りまして、単価の評価をいただきまして、それか

ら単価を設定いたしまして、決めた値段が昨年の

値段ということであります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと区画整理事業地内での今回区画整

理地内で２区画が販売されたということですけれ

ども、買う目的は当然宅地を建てるというのが大

前提になって購入されているという理解でいいん

ですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 まさしくそのとおりでありま

す。ただ、実際に実情は一応何年以内というのを

今要綱のほうを変えまして、一応そういったもの

がなくなっておりますので、一応基本的には住宅

用にということでうたっておりますが、なかなか

住宅に実際にならなくて、年数がたつうちに状況

が変わって、違うものになるということは実際に

はないとは言えないと思いますが、一応基本的に

は住宅用地として買い求めていただいております。

去年までの要綱では一応10年以内と。 

○吉成委員 10年以内に家を建てましょうと。 

○君島都市計画課長 はい。ということにしており

ました。 

○吉成委員 それが今はないということですか。 

○君島都市計画課長 はい。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その少しでも規制をやわらげるという

か、それによって販売が促進すればという意味合

いが当然あるんだろうとは、そこの部分は理解す

るんですけれども、去年の際にもちょっと指摘を

させていただきましたけれども、西の区画整理事

業地内に太陽光発電のソーラーパネルが一面にで

きてしまったと。あれも所有者の当然それは用途

としての考え方ですから、使い方ですから、それ

を規制するということは当然不可能だとは思うん

ですが、特に区画整理地内というのは当然それだ

けの投資をして整備された土地ですので、そうい

った観点ではやっぱり購入する際に何らかの市と

してのメッセージを伝えるということは不可能な

んでしょうかね。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 一応うちのほうといたしまし

ては、目的が住宅用地ということでうたっており

ますので、それにつきましてはぜひ住宅用地とい

うことでお願いをするというようなことでやって

おりますが、なかなか時間がたったり、実は那須

塩原駅前の太陽光発電につきましては、ちょっと

聞こえてきている話ですと、実際にこっちへ来て

住もうと思っていたということで購入をいただい

ているようですが、その2011年の3.11のあれがあ

りまして、その後放射能とか、そういった関係で、

どうしてもこっちへはちょっとその段階で住みた

くないというような話があって、その太陽光にし

たというような話もちょっと聞こえてきておりま

すので、できるだけそういったものがなければ、

市のほうとしてはなるたけ住宅用にしていただけ

るようなお願いを窓口等でもして、そういったも

のに沿って建てていただけるようになるべくお願

いをしていきたいというふうには考えております。 

○吉成委員 その点、じゃ理解しました。 

  それでは、222、それから223ですが、この中で

委託料がそれぞれあるんですけれども、都市計画

事務推進費10事業の中で委託料ということで言う

と、新町であったり、先ほど追加で説明をいただ

いた関谷の分譲地内のそれぞれ草刈り、それから

あわせて処分という。それから、区画整理費のほ

うで言えば、西区画整理、それから北区画整理、

それぞれやはり保留地の草刈りということで、毎
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年予算というか、決算時に当然予算もついて決算

時にこのような事業として報告はされているんで

すけれども、その都度多少ずつ費用が変わってき

ているんですね。その辺のちょっと説明をいただ

ければと思います。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 これにつきましては、基本的

には毎回シルバー人材センターのほうに業務委託

といたしまして草刈りをお願いしております。こ

れにつきましては、面積によりまして、向こうの

見積もりで何人工必要ですよというようなことで

お願いをしているわけですが、実際には売れたり

しますと面積も減ってきますので、そういったと

ころで金額が減ったりしているというところがあ

るかと思います。 

○眞壁委員長 部長。 

○若目田建設部長 区画面積が減れば、それだけ安

くなるということもあるんですが、そのほかにあ

とは草刈りの回数等もありまして、回数とか処分、

草を処分するかしないかということで、放射能が

やっぱりかかったりすると、処分もなかなか難し

かったということもあるので、その辺で２回刈る

か３回刈るかという過程、そういった調整の中で

年度によって若干金額が違うのかなと。シルバー

人材センターの人工というのは大体手間というの

はそんなには変わらないですから、そういったこ

とで比べると、そういう点で変わってくるのかな

というふうに思います。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。ただ、気になるのは当

然区画が売れれば、例えば今回でも北の区画は２

区画売れたわけですけれども、今の説明で理解は

しますけれども、逆に去年よりことしのほうが、

今回の決算のほうがふえているわけですね、北で

言えば。というのは、それは今部長の説明で言う

ところの回数がその分ふえたという理解でいいわ

けですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 すみません、先ほど部長が説

明したとおりですが、実は草をそのときは一応処

分しないで、そのまま置きっぱなしにしたものを

今度は集めて、処分をして、清掃センターのほう

に入れてもらったりということで、その費用が若

干かかっているとかということがあります。 

○吉成委員 了解です。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 次に、その他に入ります。 

  その他で何かございますか。 

  副委員長。 

○松田副委員長 草刈りの話が出たんで、直営でや

っている草刈りというのはどのぐらいやっている

んですか。シルバー人材に頼むのは、それは決ま

っていますけれども、直営でやっているというの

は相当やっているんですか。どのぐらい。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 直営は都市整備課のほうが持

っております。都市整備課が所管している土地で

すね。空き地になっているところが幾つかあるの

と、道路課のほうで所管している道路沿いのとか、

そういったところを直接職員が出て直営でやって

いるんですけれども、頻度的には道路課のほうは

現業の職員がおりますので、一応砂利敷きですと

か、道路の穴埋めとか等の合間で草刈りの依頼の

あったところへ行ってやっておりますので、連絡

をいただいたり、要請をいただければ、それなり

にできるかとは思いますが、ちょっと頻度的には

少ないかもしれませんが、言われたところについ

てはなるたけ行って対応したいということでやっ

てもらっております。 

○松田副委員長 わかりました。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、先ほどちょっと聞くのを

忘れてしまって、もう終わっているから構わない

んですけれども、22ページの説明いただいた中で、

委託料の将来の結局都市計画道路の交通事業予測

業務ということで170万からの予算執行がされた

わけですけれども、結果としては、これはどうい

うふうなデータが出たんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○君島都市計画課長 これにつきましては、それま

でに都市計画道路をある区間ごとに切ったりしま

して、その現状と将来において変更、見直しをか

けまして、結果的には５路線が変更や廃止という

形になりました。そのうち４路線が県決定の路線

でありまして、残り１路線が市決定ということで

ございます。ですので、直接市が変更をかけられ

るのは１路線ということでありまして、その１路

線はどこかといいますと、3・3・4号、本郷通り

という、すみません、3・4・1ですね。3・4・1本

郷通りで、国道４号の黒磯バイパスがあるかと思

いますが、そのバイパスから東側に尻尾みたいに

出ていた部分がございまして、そちらのほうの廃

止ということ。 

○吉成委員 水処理センターのほうに向かって行く

道路。道路はわかったんですけれども。 

〔「渡って途中まで」と言う人あり〕 

○吉成委員 この部分。４号線までということの見

直しになったということ。 

○君島都市計画課長 ４号線までにつきましてはも

う既にでき上がりまして、供用開始もしておりま

すので、その東側の部分につきましては、以前旧

黒磯市で昭和30年代ごろの計画のようですが、そ

こに大規模な公園をつくりたいというような計画

がありまして、そこまで都市計画道路を延ばすと

いうようなことになっていたようですが、その計

画が今既にありませんので、そちらについては廃

止ということでなっております。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  部長。 

○若目田建設部長 ちょっとこれ交通需要予測とわ

かりにくいと思うんですが、要するに今度見直し
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をして、こういうふうな形にした場合に、現在の

道路で耐えられるかどうかというふうな予測をす

るわけですね。チェックをして現在の交通量、基

準になる年の交通量から推定して、何台ぐらいに

なるだろということになれば、この道路の計画で

耐えられるというような形のチェックをするため

に需要予測というものをやりまして、判定をする

と。廃止なりしても問題ないという結論に導くた

めのチェックをするものでございます。 

  以上です。 

○吉成委員 ちなみにどういったところが請け負う

んですか。 

○眞壁委員長 部長。 

○若目田建設部長 市内のコンサルではちょっとな

かなかそういうのは難しいというのがございまし

て、これにつきましては県内のコンサルタントと

いうことで、県内ですね。富貴沢さんにお願い。

指名競争入札をやりまして、富貴沢さんが落札し

た。 

○吉成委員 富貴沢何と言うんですか。 

○君島都市計画課長 富貴沢建設コンサルタンツと

いう会社になります。 

○吉成委員 宇都宮ですね。 

○君島都市計画課長 そうです。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○眞壁委員長 その他ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 その他がないようですので、都市計

画課の審査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午前１０時４０分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○眞壁委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○眞壁委員長 それでは、都市整備課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 今回、都市整備課関係の付託案件は

ございませんので、これより予算審査特別委員会

（第四分科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第50号 平成26年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  松本課長。 

○松本都市整備課長 （議案第50号について説明。） 

○眞壁委員長 説明が終わりました。各委員から質

疑、ご意見等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、せっかくですから。説明はいた

だいてはいるんですけれども、改めて物件移転補

償であったり、工事に伴う補償費であったり、そ

れらの内訳をお願いします。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 物件移転補償費におきまして

は、今回２件の移転補償がありまして、１件の方

は建物の補償費に2,800万円、工作物等に対して

70万、また動産の移転とか住居補償とかそういう



－186－ 

のを合わせて160万で、１件の方は合計いたしま

すと3,280万の物件補償となっております。 

  もうお一人の方は、工作物の補償費といたしま

して600万、また移転雑費等、植木等、立木等補

償を合わせますと200万、トータルで800万の移転

補償費となっております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これはたしか店舗と民家ということの

理解でよかったんでしたか。 

○眞壁委員長 課長。 

○松本都市整備課長 はい、そのとおりでございま

す。 

○眞壁委員長 じゃ、私のほうからちょっと１点お

願いします。 

  質疑のほうでもちょっとあったんですが、残り

５カ所の中で法人の部分があるということが大変

難しいというようなお話だったかなと思うんです

けれども、そのあたりどんな理由でこの法人のほ

うは難しいのかな。理由。 

○松田副委員長 課長。 

○松本都市整備課長 今言われた法人の方という中

でも、その方が言われるのは、建物が建った状態、

以前建物が建っていたところが現在駐車場になっ

ているところでありますけれども、その中で向こ

うの条件といたしましては、建物があった状態で

の補償を考えてもらわないとという話をされてい

まして、ちょっとそれは無理な話なんで、ちょっ

と応じられないというのが１つありまして、もう

一つは、法人じゃなくてマンションがありまして、

マンションの場合、所有権もありまして、33名ほ

どの権利の方がおられてというのがもう１件難し

い部分になっております。 

  以上です。 

○松田副委員長 部長。 

○若目田建設部長 私のほうから補足説明。前に別

な委員会では話したかもしれませんけれども、今

建物の補償に問題があったということで、ちょう

ど角ですね、県道西那須野下石上線と、今やって

いる疏水通り線の角に、あそこにグンジビルとい

う建物がございました。それをグンジさんが別な

方に今問題になっている法人の方に売られたんだ

と思うんです。取り壊して駐車場にするときに、

都市計画道路の網がかぶっているので、いずれや

るんだろうから補償をしてくれということで、聞

いている範囲内では多分1,000万ぐらい出してく

れというふうな話を聞いております。そういった

中で、市のほうにお願いといいますか、そういっ

たしてくれというふうな要望があったんですけれ

ども、市のほうではまだその事業に着手していな

かったということで、今はできないというような

ことでお断りしたというふうな、今の時点ではで

きないと。事業に入ればそういった補償もできる

んだと思いますけれども、できないということだ

ったんで、自分で取り壊したと。市のほうからは

補償をもらえなかったということで、それがおも

しろくないということで、市に対してはもう協力

をしないよというふうな形で、もう何年も何回も、

そうやって何とかお願いしたいというふうなこと

で、今矢板の不動産屋さんですけれども、そこに

通いましたが、理解が得られてないということで、

あとマンションにつきましては、先ほど言いまし

たように、33名の共有の中で、その今お話しした

法人が下のテナント部分とか、あとは５区画ぐら

い持っているのかな。33名のうちの５人分といい

ますか、占めているので、その分で境界の立ち会

いもしていただけないということで、その法人の

分と、あと隣の隣接している地権者については境

界の確定ができないので、買収できないというよ

うな状況になっております。 

  今回補償できた箇所につきましては、市で境界
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を立ち会って確定したんじゃなくて、自分で測量

費用を出して、その法人の人に話をして、民民で

すから、だめだというわけには多分いかなかった

んで、その法人の人が立ち会いをして、確定して、

それで買収ができたというふうな状況になってい

るものでございます。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号 平成26年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第50号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第四分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  松本課長。 

○松本都市整備課長 （認定第１号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 歳入のほうなんですけれども、市営住

宅の家賃の収納率ということで、12ページですね。

それで、収納率が98.01％ということですけれど

も、収納できなかった場合はどのような対策にな

るんですか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちらまず１カ月おくれた方

に関しましては通告書というのを送りまして、ま

た２カ月おくれた方には催告書という形、３カ月

になった方に関しましては、今度は連帯保証人に

対しても納入指導というのを行っておりまして、

その中でそれでも対応できない方に関して滞納訴

訟要綱というのがありまして、６カ月、15万とい

うのが対象の一つの基準となっておりますが、そ

ういった方は訴訟という形で対応しております。 

  説明は以上です。よろしいでしょうか。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 ６カ月過ぎた場合の対策というのは、

訴訟後の対応で今まではどんな事例があったかお

聞きしたいんですけれども。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 今までの事例でいきますと、

訴訟の結果、当然家賃を払えないと退去せよとい

う判決が出ますので、その中で入居者がその滞納

分を全額払えばそのまま入居というのは認めてい

る場合もあるんですけれども、ほとんどの方が払

えないので、退去していただいているというのが
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現状であります。 

○佐藤委員 わかりました。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

  副委員長。 

○松田副委員長 予算執行報告書225ページ、黒磯

駅前広場整備事業の50事業ですけれども、黒磯駅

前広場整備事業50事業の旅費の普通旅費という21

万7,440円というのはどんな内訳でしょうか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちらにおきましては、この

都市再生整備計画策定の中で国土交通省関東地方

整備局との打ち合わせ、また、本庁、国交省のほ

うにも行きましたその旅費。また、これに関しま

してＪＲ東日本さんとも協議が必要なので、そう

いった旅費もあります。もう一つは、用地交渉で、

ご存知かと思いますが、チサンホテルの関係での

用地交渉でも行っております。それに要した費用

となっております。 

  以上です。 

○眞壁委員長 副委員長。 

○松田副委員長 前も話は聞いたと思うんですけれ

ども、委託料に関して、黒磯駅前周辺地区の整備

の計画検討の調査業務ですけれども、これからの

工事に関しての調査業務ということでよろしいん

ですよね。まずそれが１点。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちらは黒磯駅周辺地区都市

再生整備計画事業という計画を本年の３月の議会

でご承認いただいたところなんですけれども、そ

の計画書策定にかかわる調査となっております。

当然ながらこの事業は工事にこれから駅前広場整

備とか、先ほど言いました駅前図書館とか、交流

センター等につながるものとはなっておりますが、

今回の調査業務は黒磯駅周辺地区都市再生整備計

画を策定するための検討調査業務委託となってお

ります。 

○松田副委員長 わかりました。いいです。 

○眞壁委員長 ほか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、156ページの赤田工業団地

内のグラウンドでの土壌の保管場所からガスが出

たので、ガスが出るであろうということでガス管

を設置したんでしょうか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 すみません、先ほどちょっと

説明不足で申しわけありません。こちらに関しま

しては、24年度にここの除染工事を行いました。

当然除染工事とは表土除去になっている。それを

グラウンドの一部分に埋設、防水シートで囲って

埋設していたところではあるんですけれども、そ

の埋設した土壌から発生したガスで、去年６月で

すか、そこの部分から水が出ていたものですから、

これが何だろうという中で調査しましたら、ガス

が膨張しまして、その覆っている防水シートを破

ってしまったというのが判明しまして、そこにガ

ス抜き管というのを設置しましたところでありま

す。これに関しまして、別な除染工事の中でハロ

ープラザでは刈った芝を埋めてますんで、同じよ

うな形で最初からガス抜き管を設置しているんで

すけれども、今回基本的にはグラウンドの表土だ

けだったんですけれども、一部やはりのり面の草

等がそこに入ってしまってのガス発生ということ

でなっております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 発見は誰がされたんですか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 地元の管理している自治会の

方です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際にそうすると、これはガスという
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のはメタンガス等になるということなんでしょう

かね。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 おっしゃるとおり、メタンガ

スということで聞いております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、特別もちろんその被害等はなく、

事前にこういった措置をしたことによって解決を

しているという理解でよろしいわけですか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 はい、そのとおりです。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは課長というよりも部長になるの

かもしれませんけれども、今回そういった除染の

中で同じような事例が発生し得るような除染場所

というのは、こういうことを契機に検討されたと

いうか、調査をされたのでしょうか。 

○眞壁委員長 部長。 

○若目田建設部長 今回、これからやる箇所につき

ましては、帰属公園等があると思うんですが、そ

この所管につきましては、ここの報告書に上がっ

ている箇所につきましては、ちょっと都市整備課

が所管じゃないんですが、今につきましては都市

整備課ではなくて、放射能対策課のほうの所管で

まとめて発注しておりますので、当然そういった

うちのほうとの協議もやっていますので、そうい

った経験を生かしてやっているものというふうに

考えております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、その点了解しました。 

  じゃ、次に、203ページの建築事務推進費30事

業の中で、今回で言うと委託料のこの本庁舎であ

ったり、他と書いてあるから、本庁舎だけではな

いんでしょうけれども、外壁の診断に関して業務

委託をされたということで、240万ほど執行され

たんですけれども、その結果についてお聞かせく

ださい。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 本庁舎ほかの、本庁舎及び東

庁舎もやりまして、もう一つ西那須野の地区にあ

ります健康長寿センター、この３棟やりました。

その結果におきましては、東庁舎におきまして一

部浮きのタイル、今回の外壁調査につきましては、

タイル張りをしている外壁におきましてやったと

ころであります。東庁舎におきまして、一部浮き

のちょっと大きいところがありまして、判定とい

たしましては、まだすぐに危険というわけではな

くて、計画的修繕を要するということになってお

ります。また、本庁舎及び健康長寿センターにお

きましては、現在のところ様子を見て修繕という

ことで、一部劣化はありますけれども、様子を見

て修繕という形の診断結果になっております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これらに対してどういったところが請

け負ったんでしょうか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちらの受託会社は市内の建

築設計事務所になっております。 

  こちらの診断におきましては、建築基準法、や

はり同じく12条に基づくまた建設省告示に基づく

耐震診断になりますので、設計事務所ということ

で指名競争入札で落札しております。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

  230ページ、最後になりますね。ここは住宅管

理費ですけれども、この中で使用料及び賃借料、

市営住宅敷地ということで稲村と島方ということ

で950万から毎回当然執行されているんですね。

私地元なので、常に気にはなっているんですが、

島方団地、我々の表現で言うと道上という表現し

ますが、あの部分はもう大分以前全て解体をして
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整地をされて、その後、3・3・2号線の道路整備

に伴うたしか残土だったと思うんですが、それが

現在もあそこに野積みの状態にされていて、たま

に草刈り等はされているとは思うんですが、そこ

の賃借料と、それから稲村の賃借料、これはそれ

ぞれどのぐらいになっているのか。あと契約とし

ては今後どのぐらい残っているのか。また、あの

ままなのか検討は加えた経緯はあるのかをお聞か

せください。 

○眞壁委員長 課長。 

○松本都市整備課長 ちょっとお待ちください。 

○吉成委員 いいですよ。大丈夫です。時間はたっ

ぷりありますから。 

○松本都市整備課長 賃借料といたしましては、島

方団地におきましての年額賃借料は450万6,684円、

また、稲村団地におきましては499万6,440円とな

っております。島方団地の契約期間は平成34年９

月30日まで、また、稲村団地におきましては平成

31年３月31日までとなっております。島方団地に

おきますあの用地におきましては、長寿命化計画

に基づきまして、島方団地の用途廃止ということ

が決定させていただいておりますので、この賃借

期間が過ぎれば地権者にお返しするということの

方針になっておりますので、今のところというか、

形のままということになります。ですから、返す

までは、委員おっしゃられました道上に関しても

草刈りという管理という形になってしまうのかな

と思います。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、あのままの状態でこれか

ら34年までは続くということなわけですね。その

前にきれいに整地をするとか、そういうことはな

いわけですね。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 保安上、安全上、ちょっと支

障を来すようになったときには考えなければいけ

ないと思うんですけれども、今のところ、そうい

った認識はないんで今のままということになって

しまうかなと思っております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今は年に２回の市民一斉美化運動等も

ありますから、結構ごみ拾い等は一般にやられて

いるんで、そんなにごみが廃棄されている、不法

投棄されているという経緯はないかもしれません

が、やっぱりたまには見受けられるんですね。ど

うにもあの状態がどうなのかなという気がしたも

のですから、それらについては内容としてはわか

りました。 

  じゃ、これ実際にまだ先の話と言えば先の話に

なりますが、地権者との合意はどの辺で得ようと

しているのでしょうか。もう契約切れたから終わ

るよと相手は納得するかどうかというのはまた別

物だと思うんですが、その辺はどうなんでしょう

か。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちら島方団地におきまして

は、以前用途廃止の中で、一度期間前にお返しす

るというお話をさせていただいたところなんです

けれども、地権者のほうから契約期間は、契約な

んだから借りていただきたいというご返事をいた

だきまして、このときの経緯を見ますと、契約期

間を過ぎれば、もうお返しするということでのお

話はしておりますので、そういった認識は地権者

のほうはあるかと思います。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それはいつごろの話になりますか。最

近ちらっと話に出たものですから。 

  じゃ、いいです。 

○松本都市整備課長 22年度に話をしているという
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ことで。 

○吉成委員 じゃ、その点了解です。 

  すみません、ページ戻ってしまいますけれども、

225の疏水通りの整備事業20事業についてちょっ

とお聞きしたいんですが、工事請負費の中の電線

共同溝の整備工事ということで、今回の決算額が

2,880万、それから、繰り越し分のありましたよ

ね。繰り越し分はないんでしたか。 

○吉成委員 それはないんですね。実際にこの共同

溝の整備事業としては、当然今年度の当初予算で

も組まれていたわけですよね。現状から言うとど

のぐらい工事自体はこの25年度決算で、進捗率で

表現すると、どのぐらいの工事が行われているの

か、最終的には１億6,000万弱ぐらいのたしか予

算総額になるんですかね。それをちょっとお聞

かせ願いたいと思います。いつ契約をされるの

か。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 市道疏水通り線整備事業にお

きましては、今まで平成22年から平成25年度で５

億4,994万6,268円の決算になっております。と25

年度繰り越し分が3,400万。今年度当初予算で２

億300万、先ほど説明しました。また、９月補正

で4,473万5,000円、これは工事請負費じゃなくて、

ちょっと用地費とかそういうのも入った金額にな

ってしまうんです。で、26年度合計が２億4,773

万5,000円。全体事業費が８億3,168万1,000円ほ

どになりますんで、25年度分までいくと…… 

○吉成委員 電線の共同溝だけで結構です。 

○松本都市整備課長 ごめんなさい、じゃ、電線共

同溝でいきますと、25年度に駅に向かって支所側

の工事が終わりました。今年度逆に停車場線側、

黒磯側の電線共同溝を入れる予定になっておりま

すので、電線共同溝だけで言いますと半分終わっ

たということになります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、今年度の工事が終了した

時点であそこはきれいに地中化されていくという

ことでよろしいんですか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 電線共同溝工事が終わった後

に全面的な道路改良工事といいまして、歩道、車

道を整備しますので、それも含めましてきれいに

なるということになります。 

○吉成委員 了解しました。 

○若目田建設部長 磯飛議員の質問の中でもお話し

したかと思うんですが、電線共同溝につきまして

は25年度片側をやって、今年度は水路側のほうを

やっているということで、両側やるわけなんです

が、それが終わらないと道路工事のほうはなかな

か手がつけられないという状況がございますので、

道路改良工事につきましては今の予定ですと12月

のころの発注ということを見込んでおりまして、

そういった中で工事期間的に今年度内にきれいに

なるのは難しいなということで、恐らく明許繰り

越しになるんではないかなというふうに考えてご

ざいます。そうしますと、大体27年の８月の完了

かなというふうに考えます。それで、一部地権者

の了解が得られない部分がございますが、そこに

つきましては歩道が完全な形で整備できませんの

で、境界ブロックを入れないでライン処理をして、

ポストコーンを立てて、支障にならないようなと

ころについてはポストコーンを立てて、歩道の幅

を確保するというようなことで考えております。

車道につきましては問題ございません。 

○吉成委員 了解しました。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  ほかございますか。 

  じゃ、私のほうからちょっと１点よろしくお願

いします。 
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  公営住宅の関係になるんですが、12ページ、ち

ょっと全体的な話なんですが、公営住宅の管理戸

数842という形になっているんですけれども、こ

の辺が住宅の全体なのか、それとも支払いという

か入居者だけの戸数なのか、まずそこが１点お聞

きしたいんですけれども。 

○松本都市整備課長 こちら842戸という数字にお

きましては、今空き家になっている、また募集を

かけていない解体予定の建物も含めて842戸とな

っております。 

○眞壁委員長 全体で842。 

○松本都市整備課長 はい、管理戸数という形でな

っております。 

○眞壁委員長 その中で今入居率というのはどのぐ

らいなっていますか。 

○松田副委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 管理戸数842に対して、９月

１日現在647戸の入居戸数になっておりますんで、

入居率は76.8％となっております。ただ、先ほど

も言いましたように、募集をかけてない管理戸数

というのが含まれておりますので、募集対象のみ

でいきますと639戸の戸数に対して入居戸数551戸

ということで86.2％ということになっております。 

  以上です。 

○眞壁委員長 今の率というのが出ていますが、市

としてはそれでいいのかという、どのぐらいの目

標とかそういうのがもしあれば、ないと思うんで

すけれども、どんな考えか。 

○松田副委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 入居率に対してのということ

のご質問かと思いますので、確かに入居率、募集

対象のは86.2％というのがありまして、市営住宅

はやはり入るには制限、条件等があります。その

中でやはり募集、古い鍋掛とかそういう団地に関

して、やはり募集をかけても応募がない。若松団

地もそうなんですけれども、というところがあり

まして、その中でこれから条件等の中で緩和でき

るものはちょっと緩和していこうというのが１つ

考えております。もう一つは去年から始めたんで

すけれども、公表して募集しなければいけないん

ですけれども、毎月募集という形も去年から始め

させていただいておりまして、少しでもやはり入

居率を上げたいというところは思っております。

ただ、条件を満たした方というのは、やはりあり

ますので、その辺でのやはり、最近古い建物にな

かなか応募がないというのが現状で、稲村団地、

新しいところに関しましてはほぼ100％に近い形

になるんですけれども、やはり古いところに関し

て入居率が悪いというのが現状であります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません。230ページの先ほどの説

明いただいたところで償還金利子及び割引料とい

うことで、今回問題になって、償還金として過納

金分の返還をやったわけですけれども、それが

5,200万からになっています。これはもちろん説

明は以前受けていますので、内容としてはわかっ

ているんですけれども、実際に返すんだから、普

通単純に考えるとトラブルとか苦情とかというの

はないような気がするんですが、何かこれらにつ

いて、何でそんな今取ってしまったのみたいな、

そういった苦情的なものというのはどうだったん

でしょう。なかったんですか。すんなりといった

んでしょうか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 ほとんどなかったんですけれ

ども、１つだけやはり10年にさかのぼっていると

いうことで、平成15年度の分からのを還付すると

いう中で、それ以前の家賃に関しては返さないと

いう中で、お一人の方かな、その分もというよう

な形で言ってこられた方はおりました。お一人だ
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けだったと思いますけれども。それ以外は特に大

きな苦情等は、ほかそういった質問というか意見

等はなかったなと。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは当然対象者全員に対して個別で

説明をして返していったということなわけですね。 

○松田副委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 各地区、黒磯地区も、大きな

ところは団地ごとに説明会を開きました。そうい

う中でご説明申し上げて、還付していったという

ことになります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 間違いなく漏れはないということでよ

ろしいんですね。 

○松田副委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 退去者も対象者でおりまして、

そういった方にはお手紙という形のもので、それ

を読んでいただけたらかと思っておりますんで、

入居者に関しましては説明会を開きましたので、

ただ、100％出席していただけたかというと、や

はりそれほどではなかったというのが現状であり

ます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 説明会やって100％ではなかったとい

うのは、ひょっとすると還付を受けてない方もい

るということになるんですか。その説明会に出る、

出ない関係なく、当然お返ししなくてはいけない

ものは返したというふうに私は理解しているんで

すが、今の説明だとちょっと不安になったんです

が、いかがでしょうか。 

○松田副委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 ちょっと説明不足で申しわけ

ありません。全戸対象者全てに通知しております。

その中でやはり説明も必要だと思って説明会を開

いておりますので、対象者、入居者、退去者含め

て全ての方に通知を出しておりますので。ただ、

そのご質問あった全て還付したかというと、まだ

残っております、還付対象者。というのは、請求

が来てないという中で。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、それらに対して実際には

あとどのぐらいの方が残っていらっしゃるのかと

いうのと、今後どう還付にこぎつけていくのかと

いうのはどう考えていらっしゃるか。 

○松田副委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちら今９月18日現在ですと

31世帯、31人の方が残っておるところであります。

総額407人の中での31という形になります。金額

といたしましては今現在126万ほど。こちら退去

者の中で亡くなっている方もおりますんで、相続

が生じる方も多数おります。そちらの調べももう

ついておりまして、相続者に対しての通知も行っ

ております。その中でやはり金額がわずかな方も

おられまして、なかなか請求を上げてこないとい

うのが現状でありまして、再度通知を出すという

ことで手続をしております。 

  今後ですけれども、さっきも言いましたように、

利子がかさんできますので、どんどん請求が来な

いと、そのまま利子がかさんできますので、その

利子がかさまない方法での検討もしておりまして、

例えばですけれども、法務局に供託するという形

であれば、その利子がとまりますので、そういっ

た形の今検討をしているところであります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 とにかく全対象者に還付をするという

スタンスは変わってないわけだと思うんですね。

後でトラブルというか、やっぱり禍根を残さない

ためにも、最大限の努力はしてほしいなと。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 
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○眞壁委員長 ほかにございますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 歳出で230ページの賠償金についてな

んですけれども、台風26号の強風被害における損

害賠償金４件ということで、どのような被害に対

して賠償したのかなんですけれども。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 こちらにおきましては、さき

の３月専決処分で報告させていただいたところで

すけれども、島方団地におきまして、島方団地内

の立木が倒木いたしまして、隣接の会社の駐車場

にとめてありました車４台に対して、その倒れま

した木が車を傷つけたということでの損害賠償と

なっております。修繕費を入れず損害賠償となっ

ております。 

  以上です。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それにつきまして、修理した全額補償

ということでよろしいんですか。 

○眞壁委員長 松本課長。 

○松本都市整備課長 見積もりをいただいた中で、

こちら車、保険屋さんの査定の指導を受けながら、

全てというわけではないんですけれども、査定、

保険、補償の範囲内でということでやっておりま

すので、例えばお一人の方は見積もり84万1,000

何がしと来たところですけれども、うちのほうの

査定では27万とか、そういう形での損害賠償とな

っております。 

○佐藤委員 わかりました。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 はい。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 次に、その他に入ります。 

  その他で、執行部のほうございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 委員さんのほう。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  その他ないようですので、都市整備課の審査を

終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで、お昼休みにしたいと思いますので、１

時開始ということで。 

 

休憩 午前１１時４５分 
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再開 午後 １時００分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○眞壁委員長 道路課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 今回、道路課関係の付託案件はござ

いませんので、これより予算審査特別委員会（第

四分科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第50号 平成26年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○邉見道路課長 （議案第50号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、２項１目新規ということで

期成同盟会が新たに１つできるということですけ

れども、すみません、この国道461号線というの

はどの区間を言うんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 具体的に那珂川町から日光市まで

ということで、国道の那珂川町から大田原を抜け

て那須塩原市を通って矢板、塩谷を通る路線にな

るかと。ちょうど大田原市でいきますと野崎街道

がありますね、あの続きということで、起点は茨

城県の常陸大宮市で、終点が日光市ということに

なっております。本市の区間としては那珂川町か

ら日光市までで、全体通してまして約73㎞ほどの

延長があるかと思ってございます。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 具体的なこれから第１回目の会合が10

月に持たれるんだとは思うんですけれども、要望

内容としては拡幅整備工事ということで要望活動

をしていくということですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 それぞれ市町村ごとに事業内容が

変わってくるかと思います。詳細のほうはちょっ

とわかりませんけれども、本市といたしましては

当初の段階では、たて道と461号線との交差点が

ございますけれども、これにつきまして右折レー

ンができておりませんので、この点の交差点の改

良が本市としては必要かなと思っております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解です。 

  じゃ、次に、やはり新規でゾーン30の件でお伺

いをしたいと思います。このゾーン30に関しては

ただいま課長のほうから説明いただいて、既に指

定はされていて、36haぐらいの面積に全体として

はなるんですかね、たしかね。この地域に関して、

説明でいくと標示として路面標示が24カ所ですか。

これは路面標示するということで1,280万かかっ

てしまうということなわけですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 路面標示だけですと約400万円ぐ

らいになります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると舗装の修繕のほうが800万

からかかると。合わせてこの1,280万ということ
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になるということでよろしいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 そのとおりでございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと、これに関しては実際にゾーン30

の指定をするまでに地域に当然説明等を行って、

こういう運びになったんだと思うんですね。それ

に関してはもう完全に地域住民の多くの方々は賛

同されているということでよろしいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 ゾーン30の指定をいたしましたの

は、警察のほうで、公安委員会のほうで指定等を

しております。この間自治会の中でもそのような

ことでの要望があって、警察のほうでも指定した

のではないかなというふうなことでは考えており

ます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あの地域がやっぱり対象になったとい

うことの経緯というのは聞いていらっしゃる。要

望があったというのはわかりましたけれども。 

○邉見道路課長 詳細な経緯は、ちょっと私は承知

してございません。 

○若目田建設部長 三島地区につきましては国道

400号の関係で、今度旧市街地のほうから、旧市

街地といいますか、塩原街道ですね。あそこのオ

オタニベニマルのほうに400号が変わって、かな

り交通量がふえたという中で、右折レーンがない

というのがございまして、400号につきましては

まだ拡幅がされていないということで、渋滞をす

るんで、西三島地区のこういった狭い路地を通過

する車がふえたというような話が三島の自治会長

のほうからございました。そういった中で、何か

そういった対策をという中の一環で地元から要望

があって、地元から要望がないと警察のほうはそ

ういう規制をかけませんので、地元の了解のもと

にそういったゾーン30の設定をしたのではないか

なというふうに考えております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、わかりました。これは３月議会

でも、人見菊一議員がゾーン30で規制の質問を行

っていますので、流れ等々はわかっていたんです

が、今回そういった形で導入をされることによっ

て、今後もそういう要望があれば、市のほうが直

接ということでは当然ないわけでしょうから、公

安委員会のほうがそれをどう受けとめるかという

のが一番の問題ではあるんでしょうけれども、た

だ予算を伴うということでは当然市のほうにお話

が来るわけですよね。それらに対しては今後そう

いう公安委員会のほうでゾーン30に指定しました

よ。指定しますけれども、どうですかとかという

ことではふえていく可能性はあるというふうに理

解をされていますか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 具体的にゾーンを決めていくとい

う作業になってくるんだと思うんですよ。当然な

がら通過交通とか、そういったものを抑制したい

ということになりますので、恐らく住宅街が対象

になってくるのかと思います。そのところで市の

ほうとしても我々ばかりでなくて、交通のほうの

対策とかも必要になってくると思いますので、そ

の点については市としてもそういったことの要望

があれば、警察につなぐとか、必要な整備をする

ということが必要になってくるかなというように

思ってございます。 

○吉成委員 はい、了解です。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採をいたします。 

  議案第50号 平成26年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第50号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第四分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○邉見道路課長 （認定第１号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  ここでちょっと休憩としたいと思います。 

  始まりが10分からということで。 

 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

  委員からのご質疑、ご意見等をお受けしたいと

思います。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 歳出のほうで８款土木費、２項２目道

路管理費ですね。ページは208ページになります。

その他委託料として市道巡回パトロール65路線と

いうことで説明受けましたが、これはどういう方

がどのような巡回をしているんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 入札によりまして、市内の工事業

者が巡回してございます。内容といたしましては、

週１回のパトロール、それから、それにあわせて

道路に穴ぼこがあいていれば、そこの発注ですと

か、簡易な修繕などを委託している内容でござい

ます。 

  以上です。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 説明はわかりましたけれども、じゃ、

それによって必要かどうかということで上がって

きて、それで実行するということでよろしいんで

すか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 道路に例えば穴があいているよう

な場合には緊急的に修繕しなくてはならないとい

うことがございますので、委託料の中にはその辺、

簡易な修繕は含めて発注してございます。そのほ

か例えば砂利敷きの部分の要望があったとか、そ

ういうところについては市のほうでつないでいた

だくようなことでも当然含めてということでござ

います。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 
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○佐藤委員 わかりました。 

  次に、８款土木費、１項２目の道路管理費で、

ページ数でいきますと214ページになるんですけ

れども、定置式自動凍結防止剤散布装置をりんど

う大橋に設置したということなんですけれども、

これはどのような形で。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 形は、よく塩原に上がっていくと、

大網温泉の手前あたりの橋のところに緑色の箱み

たいのをごらんになったことがあるかと思います

けれども、バッテリーによりまして温度設定です

とか時間設定をして、自動的に融雪剤を道路にま

くというような機械でございます。りんどう大橋

につきましては橋梁上ということで、凍結の危険

性があるということで、那須町側と黒磯側にそれ

ぞれ１列設置をして凍結防止を図っていくという

ようなことで設置をしたということでございます。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それは降雪とか降雨とかに関係なくて、

温度設定だけでそれは自動的に出るんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 温度設定、昨年はマイナス１℃設

定で自動的に散布をするようなことにしました。

時間なものの設定ができまして、１回５秒とか６

秒程度ざあっとまくというようなことの機械でご

ざいます。 

  以上です。 

○佐藤委員 わかりました。 

○眞壁委員長 ほかに。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、細かいようなんですけれど

も、206ページの市道に関する各種申請状況とい

うことで、当然毎回あるわけですけれども、この

中の特殊車両通行許可ということで大体250件ぐ

らい毎年あるんだと思うんですけれども、当然車

の車幅であったり、高さであったり、そういった

長さであったり、そういった規定があって、それ

を超す場合に申請しなくてはだめよというふうに

なっているんだと思うんですね。これらは主には

どういった車両が当てはまるんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 具体的に言いますと、例えば橋梁

の桁を運ぶ車ですとか、トレーラーですとか、あ

とは住宅建築に伴うプレハブメーカーなんかはセ

ットで来ますんで、そういったものを運ぶ車です

ね。おおむね、トレーラー的なものはこの…… 

○吉成委員 250。 

○邉見道路課長 が主な内容でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 当然これにはもし申請をせずに、許可

がなくて無許可の状態で運び込んだとか、運んだ

場合には罰則規定があるわけですよね。それらと

いうのはこれまでにも罰則をされた。主には当然

そういう運搬業をやっているような当然業者、会

社だと思いますけれども、そういった事例という

のは発生しているんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 具体的に国交省が窓口になってお

りまして、その通過する市町村にこういう車両が

通るので、許可できますか、できませんかという

ような照会が来ます。それに対して市のほうで回

答している内容でございます。ご質問の中の罰則

があったかどうかということですけれども、ちょ

っと私のほうでは承知してない。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、あの完全に窓口は国交省なので、

そちらからの照会がない限りは市として把握はす

ることは不可能だということなわけですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 はい、そのとおりでございます。 
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○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 １つ気になったのは、産廃業者も型に

よってはかなり大きなものがよく早い時間帯に走

っていたりするんですけれども、じゃ、そういっ

たものの照会も当然あるということですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 大きなトレーラーとかで運んでい

る産廃業者もいらっしゃるんですけれども、そう

いったものについては当然ながら届け出が出てい

るということでございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解です。 

  じゃ、次の207ページの、これは昨年も聞いて、

先ほども課長のほうから細かく説明はいただいた

んですが、道路台帳の整備事業に関してというこ

となんですけれども、総額でいくと約１億6,000

万からの事業で、いよいよ来年完成ということに

なるんだと思うんですけれども、これらについて

は途中でも当然整理されているものはデータにデ

ジタル化されていて、今でも使えるという理解で

いいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 現在使えますのは、道路台帳図の

一部データ化をして、それから、道路網図のデー

タ化をしているということです。それから、航空

写真の図面、写真とかを蓄積をしているという状

況なので、現在パソコン１台、モニターも含めて

１台ずつ導入されておりまして、道路課で特定な

場所の検索をして、その幅員ですとか航空写真の

状況ですとか、そういったのは現在でもわかるよ

うになっています。それが全部ということではま

だないんですけれども。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、とにかくデータに打ち込まれて

いるものというのは道路が2,499、市道認定され

ている、市道で言えばですよ、認定されているわ

けですけれども、そのうち今データ処理として、

例えば500の路線はデジタル化されているという

ことであれば、全て500に関してのデータは今で

も見られるという理解でいいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 ことし、それから来年度整備を進

めている中で、ことしについてはＭＭＳ(モービ

ルマッピングシステム）というようなことで、車

をお見かけになったことはあるかどうかわかりま

せんけれども、グーグルの何かこうやって写真を

撮っていくようなものがあるかと思うんですが、

ことしはそれをやっているんです。そうしますと、

立体的な道路台帳として立体的なものが整備を図

るというようなことでございますし、そのほかま

だ道路の境界の確定図とか境界を確認したもの、

そんなものもこれからその中に入れ込んでいくと

いうことで、全部が全部全く過不足なく見られる

という状況ではございません。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。ということは、やはり

平成27年度で全て完了した時点で、例えば10のア

イテムがあって、その10のアイテムが全て見られ

るようになると。現在のところは５のアイテムし

か見られないという理解でいいわけですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 概念からいくとそういうような認

識をお持ち頂けたらと思います。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、次に、道路の維持管理事業の中の先ほど

説明をいただいている除雪の件ですが、２月８日、

そして14日を中心に大雪になって、相当の交通障

害を招いたという経緯があります。その中で非常



－200－ 

に今回危惧されたのが、従来であれば地域の土木

業を中心としている業者に委託をして、ある程度

までは除雪が進んだわけですね、これまでは。と

ころが、今回に関して言うとなかなかそれができ

なかった。国道が最優先でやったという経緯は聞

いているんですけれども、もう一つは、実際に除

雪をする車両、グレーダーだったり、そういった

ものが土木業者でもやっぱりリーマンショック以

来の景気によって保持してない。処分してしまっ

たというような経緯があるんだと思うんですね。 

  今回の決算書の中で言えば、平成24年と比較す

ると、もう延べ日数にしたって延べ人数、それか

ら延べ台数、それぞれ黒磯、西那須、塩原比較す

れば、もう断トツ、それぞれが全て数字的にも倍

以上上がってきているという現状もあるわけです

ね。それらに関して言うと、いつも気になってい

るんですけれども、これは決算とちょっと離れて

しまうかもしれませんが、当初予算で組むものと、

それから、その後12月に補正で組むというのが従

来のこの除雪に関する予算だと思うんですけれど

も、それら自体も新年度予算を見ると、今回の平

成26年度新年度予算も従来と同じような組み方を

しているというのが現状だと思うんですね。そう

すると、ああいった体験、経験を我々しながら、

その流れで今後もいくのかなという気もするんで

すね。 

  それと、先ほど言った業者との部分で言うと、

あの後、執行部側のほうからは酪農家の協力を得

たり、そういった部分でも今後は強化をしていく

という説明はいただいているんですが、それらの

教訓から今後のちょっと展望を伺いたいなと思う

んですが、この決算も含めて。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 ご指摘のように、去年相当な交通

渋滞というか、麻痺状態だったということで反省

するべきだと思っています。それを踏まえてこと

しですけれども、今まで13地区で13業者に委託を

かけていたという状況です。去年はそういうこと

で緊急で間に合わないので、追加で何業者お手伝

いを願っているということですけれども、ことし

につきましては市内全域に除雪エリアを広げた上

で、業者割りつけをしたい。加えて１次体制は従

来の業者、それから、２次体制まで含めて業者委

託をしていきたいなということで検討していると

いうことでございます。２次体制ということはど

んなことかといいますと、例えば面として整備が

できないようなところの生活道路で使っているよ

うな道路ということが正しいかどうかわかりませ

んけれども、お手伝いという、面的な整備を進め

ていくために、協力できる業者というのを今把握

して、追加でお願いをしたいというふうなことで

検討している最中でございます。 

  それから、酪農家に対する支援、酪農農家につ

きましては、まだこれからの状況でございますけ

れども、それぞれ塩原であったり、黒磯地区であ

ったりということで、それぞれの地区で酪農家た

くさんいらっしゃるかと思うんですけれども、そ

のような方のまず意見を踏まえたいなと思ってい

ます。そのあたりで、塩原の地区では、従前日の

出地区では酪農家にお願いしていたというような

ことがあると聞いてございます。その中でちょっ

と試行的にということでも進めていければなとい

うことでは話を聞いてございますんですが、旧黒

磯側としてもそのようなことでできればベストで

ございますので、制度設計はまだこれからでござ

いまして、支援していただける農家さんも含めて、

これから調査検討をしてまいりたいというような

ことで考えてございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、具体的に言うと、この214ペー
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ジになるんですかね。ここでいくと黒磯、それか

ら西那須、塩原ということで、それぞれどの除雪

対策事業ということで今課長のほうから説明があ

った、黒磯が13地区18業者という理解でいいわけ

ですよね。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 はい、そうです。そのとおりでご

ざいます。 

○吉成委員 あと西那須はなぜ今回何地区何業者と

載ってないんでしょう。塩原に関して言うと従来

の７地区７業者というふうになっているわけです

けれども。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 正直申しますと、西那須野地区に

ついては、産業観光建設課が報告をつくりますの

で、詳細見てなかったので、承知してなかったと

いうのがこちらとしての見解でございます。申し

わけございません。 

○吉成委員 ということは何地区、例えば従来であ

れば４地区４業者ということなので、多分それだ

ろうということで理解はいいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 私も西那須に１年いましたので、

地区ごとに分けて業者委託しておりますので、数

はちょっと忘れましたけれども、そんなような形

になると思います。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 やはり今回のああいったことが、じゃ

ことしまた年明けてあるかといった場合には誰も

予測はできないわけですけれども、予測はできな

いからこそ備えは十分にしておかなくてはいけな

い。そのためのこの決算でも当然あるんだと思う

んですが、この決算を経験して、翌年どうするん

だということになるわけですから、それで予算も

組むわけですから、実際にやっぱり除雪対策とい

うのはもう少ししっかりと詰めていくべきだろう

と思うんですね。業者が一挙に例えばふえたり、

それから重機類をそろえるというようなことはま

ずないと思うんですね。設備投資をするというの

はちょっと非常に厳しいでしょう。そうなってき

た場合には、やはりせっかく酪農家に限らず、農

家なんかも結構持っていますからね。小さなユン

ボなんかあったり、それからトラクターにもつけ

ていたりしていますので、そういったところとの

しっかりとした連携をとっていただいて、手間払

いでも払うとか、ボランティア的にちょっと手伝

ってもらったら、少しの報酬は出しますよと。そ

ういったことも考えながら、ぜひやっていただき

たいなと思います。あの事態はやはりかなり苦労

された方も出たという実態がありますので、そこ

はぜひお願いしたいなと思います。 

  あと、先ほどもちょっと雑談の中で出たんです

が、今回も主には道路、橋梁等の整備ということ

で社会資本の整備総合交付金であったり、それか

ら、新たに生まれた、決算で言えばそうではあり

ませんけれども、決算で言えばもともとある地域

再生基盤強化交付金事業ということで事業名がた

くさん上がってきています。この中で事業がまた

がっているわけですね。事業がまたがっている部

分というのは考え方としてはどういうふうな捉え

方をして、こういう事業がまたがるのかというの

をちょっとお聞きしたいんですね。 

  例えば市道、私なんか関係しますんであれです

けれども、市道東那須野金田線なんかもまたがっ

てきますよね。事業両方に入ってくるわけですね。

社会資本整備総合交付金事業と、それから地域再

生基盤強化交付金事業と両方にまたがるわけです

よね。例えば物件移転なんかの補償のほうと、そ

れから用地の購入の部分とか別個になるわけです

ね、事業が。それだけではないですよ。ほかの事
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業でもそうですけれども、それらというのはどう

いうふう、なぜ分かれてくるのか。１つの事業、

10の5.5というのが社会資本でしょう。そしても

う１本のほうが10の５、補助率としては0.5違う

わけですけれども、これどうして分かれるんです

かね。それをちょっとお聞かせ願いたいと思いま

すが。 

○眞壁委員長 道路課長補佐。 

○大木道路課長補佐 まず、社会資本整備総合交付

金と防災安全交付金の部分なんですが、もともと

防災安全交付金は平成24年度の末ごろ、１月ごろ

だと思うんですけれども、デフレ脱却のための緊

急経済対策の検討の中で、老朽化したインフラを

緊急的にいわゆる修繕をしていかなくてはならな

いという国の施策のもとに、社会資本整備総合交

付金枠の中から防災安全交付金が出たという部分

がございます。 

  あともう一つ、道整備交付金、従来からあった

道整備交付金については、地域の再生という大き

な目的、国の政策の目的がありまして、そちらの

地域の再生を促進する補助金ということで、こち

らは国土交通省等を経由して来るわけですが、元

締めといいますか、国のもとの機関は内閣で、そ

ういった国の施策、各省庁の考え方の中でいろい

ろな事業があるという部分がまずございます。 

  那須塩原市の捉え方はどうかということですが、

今議員おっしゃるように、いろいろな事業でも同

じことをやっているんじゃないかと。まさにその

とおりでございまして、道整備交付金でも舗装の

修繕やっていますし、防災安全交付金でも修繕や

っている。社会資本整備交付金で道路改良もやっ

ていますし、防災安全交付金で道路改良もやって

いると。市の考えとしましては、できるだけ補助

のつけやすい事業を積極的に取り入れて、できる

だけ国からお金をもらって、市の財政を軽減しな

がら事業を進めたいという考えでございまして、

防災安全交付金なんかについては国の政策にまさ

に合っていますので、社会資本整備交付金はどち

らかというと頭打ちですが、比較的つきやすいと。

あと道整備交付金、地域再生基盤強化交付金事業

なんかについてはほぼ例年100％で来ているとい

う中で、そういった背景を踏まえながら、できる

だけ同じ事業ですけれども、細かくお金がつきや

すい事業を見ながら要望していく。このような状

況でございます。できれば一つにまとめたほうが

わかりやすいんじゃないかというご意見かなとい

うふうに捉えております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 理解はできます。そうなると、例えば

当然補助率がいいほうになるべくシフトして、今

の説明であればもちろんシフトして、自主財源は

なるべく抑えるという当然考え、それぞれ予算を

財政のほうに出すんだとは思うんですけれども、

その中で今の説明からいけば、例えば地域再生基

盤強化交付金は100％つく。つくというかその金

額も抑えられてくるから、ひょっとするとついた

のかもしれませんけれども、そう考えると、じゃ、

市単はなるべく減らして、もっともっと、今でも

１億あるわけですから、じゃ、市単はもう5,000

万まで削って、それを両交付金に振り分けると。

それはなかなか難しいということになるわけです

か。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 そこの修繕とかはメーンで額的に

は多くなっているんですけれども、市単補助対象

は１次改良が終わっているようなところしか補助

対象にならない。未改良の部分もしくはそこだけ

をさっと乗せるようなところとかは補助対象にな

らないということでございますので、その部分で

はすみ分けが必要であるということでございます。 
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  加えて市単の事業の中でも電源立地交付金など

を導入いたしましてやっている部分もありますの

で、純然に全くもって市単持ち出しかというと、

そうでもない部分も若干あるということでご理解

いただきたいと思います。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、今回の決算からいけば、

まだこの決算の中には２つの交付金での事業なわ

けですけれども、今後は今回の当初で組まれてい

るように、防災安全のほうの交付金にかなり移行

していくということの流れになりつつあるという

ことでいいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 防災安全交付金はどちらかといい

ますと、さっき補佐からお話ししましたけれども、

老朽化対策ですとか、あと歩道の整備とかがメー

ンになってきます。したがいまして、そういった

ものをメニューに乗せられれば、当然ながら補助

対象で整備を進めていきたいなというふうに考え

てございます。 

○吉成委員 了解です。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  では、副委員長。 

○松田副委員長 ちょっとバックしてしまうんです

けれども、さっきの道路台帳システムの件なんで

すけれども、今那須塩原市で、その道路台帳シス

テムについて、全て総合的に台帳システムという

考え方で今やっているシステムは、総合的な台帳

システムという形で受け取ってよろしいんですか。

例えばこのシステムは多分まず道路台帳、認定網

図、道路施設、この３つ、最初が入って大体道路

システムの台帳のシステム化というのに多分なっ

ているはずなんですよ。その中に今後防犯灯だっ

たり、あと、さっき言っていたウエブカメラ関係

とか、あと橋梁関係とか、そういうものというの

は今のシステムの中の台帳の中には含まれている

んでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 おっしゃったように、橋梁ですと

か、そういった管理ができているものについては、

今回のシステムの中に入るということになります。

防犯灯ですとか、そういったものにつきましては、

箇所をデータベースとして仕上げる手法がないと

いうところで、今回のデジタル化をしても難しい

のかなと思っています。先ほど申し上げましたカ

メラ、ＭＭＳで撮りますんで、おおむねはそのと

ころに何があるかというのはわかるようなことに

はなるのかなというふうには考えているところで

ございます。 

○眞壁委員長 副委員長。 

○松田副委員長 その辺の部分も含めた上で全て管

理というわけにはなかなか難しいと思うんですけ

れども、その辺は大体把握できるようなシステム

に持っていくというものでよろしいですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 おっしゃるとおり、大体、おおむ

ね、わかるようなことになるかなと思います。車

走りますと、前方とか側面なんかも撮れますので、

側面の構造物の状況ですとか、側溝があるなしと

か、そんなことも含めてテレビカメラが入ります

んで、おおむねは把握できるような状況になるか

なと思います。 

○眞壁委員長 副委員長。 

○松田副委員長 先進的なところの市町村は、多分、

ここはわからないですけれども、そのシステムを

利用して、一般の人たちに印刷してくれるじゃな

いですか。そういうことというのは那須塩原でも

する予定なんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 モニターを５台導入いたしまして、
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窓口に２台を設置して、市民の照会が来たときに

はモニターを見せながら確認をしてもらうという

ことができるかと思います。 

〔「持ち出しは」と言う人あり〕 

○邉見道路課長 基本的に閲覧という形をとりたい

なと今のところ考えています。 

○松田副委員長 じゃ、印刷して渡すということは

ないということですね、今のところは。 

○邉見道路課長 必要であれば将来的にそんなこと

も必要かなと思いますけれども、今の道路台帳の

付図はサービスとしてコピーしていますので、そ

のあたりも踏まえますと、委員おっしゃるとおり、

そんなような方向性が必要かなとちょっと全く個

人的な意見でございますが、そんなような考えも

ございます。 

○松田副委員長 はい、わかりました。 

○吉成委員 抜けてしまって、すみません。208ペ

ージでちょっと聞き漏らしてしまったところがあ

るんですが、その他の委託料ということで先ほど

佐藤委員のほうからは市道の巡回パトロールの質

疑があったわけですけれども、そのほかにもその

下の道路管理整備業務、それから、そこから５段

目には市道付属緑地管理緑地管理業務、この内容

と、この言葉は正しいのかちょっとよくわからな

い。日本語よくわからないんですけれども。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 市道環境整備業務で228万5,000円

ですが、具体的なものを申し上げますと、側溝の

清掃ですとか浸透ますの清掃がこれに当たるとい

うことです。表現がちょっとわかりづらい表現で

誠に申しわけない。加えて、市道付属緑地管理緑

地管理業務というのは、ちょっと誤字、緑地管理

業務ということで、ちょっと気がつきませんで申

しわけありません。誤植でございます。具体的な

内容といたしましては、市で管理しています中央

分離帯ですとか、あとは植樹帯ですとか、そのあ

たりの管理業務ということでの内容でございます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、これらの委託先についても市道

の巡回パトロールと同じような形での委託になる

わけですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○邉見道路課長 道路の環境整備業務につきまして

は、それぞれ特殊な作業でございますので、受託

できる業者さんがございますので、そこから見積

りのときには、お願いをしているという内容でご

ざいます。 

  それから、緑地の管理業務につきましては、シ

ルバー人材センターにお願いをしているというも

のでございます。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 次に、その他に入ります。 

  その他で、何かございますか。 

  執行部。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 委員さんのほうないですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、ないようですの

で、道路課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでございました。 

  ここで、執行部の入れかえのため、暫時休憩と

いたします。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○眞壁委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○眞壁委員長 それでは、建築指導課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 今回、建築指導課関係の付託案件は

ございませんので、これより決算審査特別委員会

（第四分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定ついてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  中村課長。 

○中村建築指導課長 （認定第１号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうござました。 

  説明が終わりました。各委員からの質疑、ご意

見等をお受けいたします。 

  佐藤委員。 

○ 佐藤委員 ただいま最後に説明いただきました

歳出のほうで木造住宅耐震改修費１戸というこ

とで、当初においては３戸ということなんです

けれども、どのような条件の方に当てはまるの

か。 

○眞壁委員長 課長。 

○中村建築指導課長 耐震改修につきましては、一

応耐震診断を実施していただきまして、昭和56年

以前の建物の木造の住宅という条件で耐震診断を

実施していただいて、補強が必要だという形にな

った物件につきまして、改修を実施するという方

につきまして、80万円を上限としまして補助する

ものでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員 わかりました。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 はい。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、歳入で１点お聞きします。

建築手数料の状況ということで、特に建築物の確

認申請、徐々に回復して、回復というのは件数が
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ふえてきているのかなという気はするんですけれ

ども、その辺の手応えはどう指導課のほうでは感

じていますか。 

○眞壁委員長 課長。 

○中村建築指導課長 今、吉成委員さんのほうから

お話があったように、25年度につきましては確か

に右肩上がりで若干上がってはきておるんでござ

いますが、どうしても消費税の関係がありまして、

ことしは９月、10月ぐらいから３月ぐらいまでが

極端に申請件数がふえたという実績でありまして、

申しわけないんですが、26年度当初につきまして

は、今度逆に右肩下がりのような状況になってき

ております。今現在につきましては、大体例年並

みの形。ですから、去年よりは若干件数的には減

っているのかなと。それと、どうしても民間に出

されている確認申請、民間でもありますので、そ

ちらのほうの件数が若干、メーカーさん関係がど

うしても民間に出しますので、その辺のところで、

ただ、全体の件数的にはさほど減ってはいないと

いう形で思っております。 

  以上です。 

○若目田建設部長 補足で。確認件数につきまして

はここに民間の部分は入ってないんで、全体で何

件という数字は出てないんですが、25年度につき

ましては始まって以来一番多い件数だと思うんで

すが、特定行政庁として。ちょっと今手元に千何

十件、資料…… 

○吉成委員 24年が900ぐらいだったんでしたか。 

○若目田建設部長 そうですね。その前八百何十件、

700とか800だったんで、1,000を超えたので、か

なり25年度は多かったという、ちょっと手持ちが

なくて申しわけないんですが、多かったというこ

とでありまして、その要因の一つとしてはやっぱ

り消費税もあるのかなというふうには思っていま

す。ちょっと去年はびっくりしたというような状

況でございました。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、今課長、部長のほうから

お話いただいた中で、平成25年のその493に対し

て、最近の申請数としては従前に戻ってきている

ということなわけですけれども、年間通して26年

の計算という話になってしまいますけれども、と

いうことを考えると、前年でいくと24年ですか。

24年程度の実績になってきてしまうのかなという

ことですかね。四百三、四十件ぐらいの件数にな

ってくるのかなということの見通しでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○中村建築指導課長 大体今のところは400件を前

後としての件数は出てくるのかなと。ただし、ま

た消費税が10％という話が出ておりますので、そ

の辺がどういうふうに作用するかというのはちょ

っとまだ未定な状況でございます。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

○松田副委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員長 204ページの狭隘道路整備事業、先

ほど事業がなかったということだったかと思いま

すが、この事業というのはどんな事業なのかちょ

っと説明。 

○中村建築指導課長 建築基準法上の42条２項道路

ということで、建築基準法上の道路にはなるんで

すが、４ｍ未満の道路に関しまして建築確認をと

る場合に、最低で４ｍの道路という形になります

ので、一部自分の土地をセットバックしていただ

くような形になるんですよ。その部分に関しまし

て、例えば市に寄附しますとか、そういう形にな

った場合に、その測量費用ですとか分筆費用、そ

れに対する補助という形になってございます。 

○眞壁委員長 わかりました。 
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  ほかにご意見、ご質問等ございますか。 

  よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第１号については、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 次に、その他に入ります。 

  その他で何かございますか。 

  執行部。 

〔「執行部からは特にございません」と言

う人あり〕 

○眞壁委員長 委員さんのほうから。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、先ほども質疑が出ましたけれど

も、前回去年も私聞いたんですけれども、木造住

宅などの耐震改修工事に対する補助金ということ

で１件当たり80万出ていて、今回１件だったとい

うことなわけですね。実際にこの事業については

ホームページであったり広報であったり知らせて

いますよということで例年やってきているんだと

思うんですけれども、現実的にはなかなか自己負

担額があるわけですから、進まないというのが現

状だと思うんですが、多少なりとも相談件数なん

かはあるんですかね。実際に実施をしたのは実績

で言えば１戸ということなわけですけれども、相

談件数としてはどうなんでしょう。 

○眞壁委員長 課長。 

○中村建築指導課長 前回で去年度25年につきまし

ては１件ということで、耐震診断につきましても

一応５件をやっているわけでございます。その中

で耐震性のあるというのが１戸あったので、補助

対象になるという物件は４件あったということで

すが、やはりどうしても耐震診断を申し込んでこ

られる方が実は高齢の方で、高齢者のご夫婦です。

そういう形で申し込んでこられる方がやはり多い

という形になりまして、やはりその中で耐震診断

をやって費用が出たときに、言われることが、も

う我々の代で終わりだからなと言われてしまうの

で、その辺について無理に改修しなさいという形

は申し上げられないものですから、あと相談は確

かに件数的には何件か年間ございます。それと、

ＰＲにつきましてもローラー作戦ということで、

毎年何地区かずつ何十件か県の職員と市の職員、

あと建築士会のほうで出していただきまして、１

件１件振るって耐震性がないと思われる物件につ

きまして何十件か戸当たりして当たりまして、説

明を申し上げて、もうかなり何年も続けているも

のですから、もう何百戸単位で回ってはいるんで

すが、やはりなかなかもう我々しか住んでないか

らねというご返事がほとんどという形になってし
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まいますので、やはりその辺のところでなかなか

進まないのかなというふうに感じております。 

  以上です。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、建築指導課の審

査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  以上で建設部の審査が終了となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○眞壁委員長 以上で建設水道常任委員会を散会い

たします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 ３時０５分 
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    建設水道常任委員会及び予算審査・決算審査特別委員会（第四分科会） 

 

平成２６年９月１９日（金曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（６名） 

委 員 長 眞 壁 俊 郎 君 副 委 員 長 松 田 寛 人 君 

委 員 佐 藤 一 則 君 委 員 吉 成 伸 一 君 

委 員 相 馬 義 一 君 委 員 植 木 弘 行 君 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

上下水道部長 須  藤  清  隆  君 水 道 課 長 小 仁 所     滋  君 

水道課長補佐 
兼黒磯・塩原
事 業 所 長 

黄  木  伸  一  君 
水 道 課 
総 務 係 長 

相  馬  文  彦  君 

水 道 課 
営 業 係 長 

小  平  裕  二  君 
水 道 課 
建 設 係 長 

増  子  芳  典  君 

水 道 課 
施設管理係長 

君  島     隆  君 下水道課長 久 利 生     元  君 

下水道課長 
補 佐 兼 
施 設 係 長 

室  井  正  幸  君 
下 水 道 課 
普 及 係 長 

関  谷  浩  行  君 

下 水 道 課 
管 理 係 長 

伊  藤  良  司  君 
下 水 道 
建 設 係 長 

武  藤  泰  治  君 

 

出席議会事務局職員 

書 記 人  見  栄  作  君   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔水道課〕 

    ・議案第６９号 平成２５年度那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 
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    予算審査 

    ・議案第５８号 平成２６年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第１号） 

    決算審査 

    ・認定第 ９号 平成２５年度那須塩原市水道事業会計決算認定について 

   〔下水道課〕 

    予算審査 

    ・議案第５０号 平成２６年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第５４号 平成２６年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

    ・議案第５５号 平成２６年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査 

    ・認定第 １号 平成２５年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ５号 平成２５年度那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ６号 平成２５年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○眞壁委員長 皆さん、おはようございます。散会

前に引き続き会議を始めたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○眞壁委員長 初めに、須藤上下水道部長様からご

挨拶をよろしくお願いしたいと思います。 

○須藤上下水道部長 （挨拶。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  それでは、水道課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 議案第69号 平成25年度那須塩原市

水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを

議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （議案第69号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第69号 平成25年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第69号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 これより予算審査特別委員会（第四

分科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第58号 平成26年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （議案第58号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、初めに、鳥野目の小水力発電設

置に関して、沈砂池の分があったんで、ふたかけ

と言いましたけれども、この1,900万からという

と結構な広さにふたをかけるのかなという気がす
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るんですが、どのぐらいの広さになりますか。ふ

たかけの面積として。面積というか、じゃ、何て

聞いたらいいのか。ふたが１㎡のが１蓋としたら

何枚とか、ちょっとわからないですけれども。単

純にふたかけなんて言うと、こんな金額にはなか

なかならないかなという気がするんですが、現場

でつくっているというんじゃないんでしょう。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 たしかにそうなんですね。ふた

をかけてしまいますと、ごみが入らないようにと

いう形でふたをかけてしまって、それっきりとい

うことですと、そういうものであるならば安いん

です。ただ、日常管理をしなければならないので、

材質が軽いものでなければいけないので、アルミ

製のものなんです。ちょうどお風呂のふた、カタ

カタと巻けるような、ああいうような形でやりま

すので、アルミニウムだということも単価が高く

なるという、そういう形態、すぐに１人、２人の、

１人でできる…… 

〔「２名。長さが結構あります」と言う人

あり〕 

○小仁所水道課長 距離があるんで、距離が５ｍぐ

らいの長さ、幅があって、 

〔「幅が５ｍ」と言う人あり〕 

○小仁所水道課長 ええ。全長が結構あるんですよ。 

〔「20ｍぐらい」と言う人あり〕 

○小仁所水道課長 それがほかのふたがけみたいな

形で両サイドで１人ずつ巻けるような形になって

おります。ですから、結構１枚の単価が高いもの

なんですね。そんな説明でよろしいでしょうか。 

○須藤上下水道部長 ちょっと補足なんですが、イ

メージ的には、那須疎水にふたがかかってない部

分をご理解いただきたい。 

  あれが２系統ございまして、先ほど課長が申し

ましたとおり、幅が５ｍぐらいです。延長がやは

りゆっくり流しますので、延長的には約35ｍ程度

だったと思いますけれども、そこの部分、全面的

にアルミ製のふたをかけるということで、これほ

どの金額がかかるということでご提案をさせてい

ただいております。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、完全に特注ということ

になるわけですね。既製品を使うというわけにい

かないということですね。アルミ製のもので幅が

５ｍとなると、ちょっと引っこんでしまう、しな

ってしまったり、いろいろ心配もあるんですが、

蛇腹になっているから、蛇腹というか、こうなっ

ているから、その辺は強いのかなという気がする

んですが、耐久性というか、そういうのも大丈夫

だということですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 沈砂池の構造として、全部で５

ｍぐらいあるんですが、真ん中にコンクリートで

仕切られているんですね。２ｍ、２ｍという形に

なっています。間で支えがあるので、強度的には

問題がございません。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、結局管理がしやすい。それから、

しっかりと調査というか、しやすいということで

は２人で今あけ閉めができるという話ですけれど

も、もう１週間に１回とか、そういった形でのチ

ェックをしながらできるようなシステムというか、

そういうものにするためのふたかけということに

なるわけですか、最終的に。 

○眞壁委員長 課長 

○小仁所水道課長 間隔的にはもっと短いと思いま

す。毎日行っています。ですから、毎日使うもの

ですので、容易に操作ができるような形でつくり

たい。 

○眞壁委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 はい、わかりました。じゃ、もう一つ

のほうの棚卸し資産のほうの経緯の見直しという

ことで説明をいただいたわけですけれども、棚卸

しに関してはこの材料費というのはどういった薬

剤であったり、砂であったり、幾つか、在庫的に

ですね、棚卸しだから在庫品ってあるんだと思う

んですが、それが今回は年度末というか、会計の

締めの際にチェックをすればではなくて、毎月チ

ェックをするようになるというものは、それはど

ういうことでそういうふうな形になるんでしょう。

もともとはそれだったんですけれども、実はやっ

てなかったということなんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 委員ご指摘のとおりに、我々企

業会計の処理といたしましては、本来ですとその

都度、あるいは毎月という短い間隔でやらねばな

らなかったものを、そういう認識を持たないまま

年度末に一括してやっていたというところがあり

ます。 

○黄木水道課長補佐 補足でよろしいですか。棚卸

しというのは、年度末にやることで済むんですけ

れども、そうじゃなくて、毎月使った分について

は月末に振替伝票を切るという操作をやったほう

がより正確な期中の動きになるんですね。その振

りかえを行っていなかったということになります。

つまり同じ棚卸し資産になります量水器等につい

ては毎月振替伝票を切っておりました。棚卸しは

年度末で行っている。今回の対象となった貯蔵材

料は水道の工事とかに使う部材なんですよね。修

繕とか配水管の接続用とか。そういうものについ

ては出入りの関係上、毎月やらなくても年度末の

棚卸しだけで十分だということにしていたけれど

も、正しい期中のお金の動き、例月出納監査とか

受けていただいたとしても、そういうものを把握

するために毎月やりましょうということは改めた

いと思ってこのようにさせていただきました。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それをやることによってより変わりは

しないような気はしますけれども、それというの

は結局例えば監査の指導が入ってとか、そういっ

た形で今回毎月やりましょうという話になったわ

けですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 これは私どもが会計処理をやっ

ていながら、片や先ほど言った量水器は毎月やっ

ている、片や貯蔵材料は毎月やっていない。これ

ではちょっとおかしいんで、どちらかに統一しま

せんかということで内部でも話し合いまして、よ

りよい中の会計の動きを見せるためには細かいほ

うがいいだろうということで、我々のほうで事務

を改めさせていただきました。 

○吉成委員 了解です。 

○眞壁委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第58号 平成26年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべ
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きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第58号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第９号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第四分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第９号 平成25年度那須塩原市水道事業会

計決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○小仁所水道課長 （認定第９号について説明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 北那須水道から水を受けているという

ことなんですけれども、これは総配水量の中に含

まれているんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 含まれております。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、有収水量が有収率として

79.59％ということなんですけれども、残りの部

分はどのようになっているんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 それはどこかに漏れているとし

か言いようがないところなんですが、それで私ど

もとしては老朽管の更新ですとか漏水調査ですと

かといったことをやって、漏水しているところを

直していって、その結果、合併当時に比べれば本

管から大規模に漏水するというような、そういう

事故というものが極めて少なくなっている状態で、

それで、この79まで上がってきたわけなんですが、

まだこれから漏水調査は続けてまいりますけれど

も、どこからからか漏れていると考えざるを得な

いですね。 

○眞壁委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、それが解決されていけば、

北那須水道から受水する量も減っていくというこ

とでよろしいんですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 受水する量が減る可能性はござ

いますが、一概に北那須からの受水がなくなると

いうことではないと思います。県と協定水量とい

うのがございまして、もともと北那須水道事業所

を開設する際に、旧黒磯市、塩原町、西那須野町、

大田原市というところで、これだけの需要量があ

るからということで、あの規模の浄水場を建設し

たわけでございまして、各市で協定を結んでおり

ます。ですから、その部分だけは受水をするとい

う約束事がありますので。 

○眞壁委員長 部長。 

○須藤上水道部長 補足になりますが、現在県でや

っております北那須浄水場につきましては４万

8,000ｔが多分日最大の配水量だと思いますが、

そのうち那須塩原市といたしましては、旧黒磯、

旧西那須、それから旧塩原、それぞれ合わせまし

て３万1,800が最終的に那須塩原市の受水量とい

うことで整備をしてもらった浄水場なんですね。

その量につきましては、５年に１回更新をしてき

まして、この年度は何十ｔ受水しますよというこ

とで協定を結んでおりますので、委員のおっしゃ

るとおり、漏水がもしおさまってきたとしても、

やはり受水量についてはそのまま最終的には３万



－215－ 

1,800になるかと思うんですが、その数値にはな

っていくかと思います。 

  水道の水源いたしまして、地下水だったり川の

表流水だったりとかということで、ある程度水源

を確保しておけば、万が一災害があっても、どこ

か水源がだめになっても、違うもので給水できる

ということで、ある程度市民の方々に最終的に災

害があったとしても違う方向で給水ができるのか

なというふうには思っています。ですから、なる

べく広い水源と言ってもおかしいかもしれないん

ですが、いろいろな種類を持っていたほうが、万

が一危機のときには対応できるのかなと思ってい

ます。その中の一つが県水受水ということになっ

ています。 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、初めに、今回一般質問でもちょ

っと出ましたけれども、漏水調査に関してお伺い

したいんですが、約８年間かけてそれぞれ地域ご

と、ブロックごとに分けてやるということで、昨

年が塩原地区で、今年というか平成25年の決算で

言えば箒根地区ということで、800万からの予算

が執行されたわけですけれども、これらについて

どのぐらいの漏水箇所が見つかったのかというデ

ータは、例えば今回の決算でいけば箒根地区では

どのぐらい漏水箇所が見つかったのかという数字

をちょっと教えていただければなと思います。 

  こっちに出ているんですか。言ってくれれば何

ページ。 

○眞壁委員長 部長。 

○須藤上水道部長 すみません、15ページのほうで

すね。⑺で漏水修繕件数というのがあるかと思う

んです。ちょっとグラフだけの数値は……。これ

は下水管も入ってしまっていますので、ちょっと

件数的に多いんですが、給水管になっていまして、

各戸に行っているもの。 

○吉成委員 でも、数字的にはこれだということで

すね。 

○須藤上水道部長 この中の一部という形です。す

みません。後でこれについては、お答えさせて頂

きます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ちょっと一般質問で部長のほうから答

弁があったのかどうか忘れてしまったんですけれ

ども、漏水調査としてはその８年間ブロックに分

けてやっていくということなんですけれども、あ

とどのぐらい残っているんでしょうか。 

○眞壁委員長 部長。 

○須藤上水道部長 本格的に漏水、８年サイクルで

やり始めたのが平成24年からやっております。塩

原温泉街、ここについてはやはり本管で36カ所、

ちょっと数字、 

〔「35カ所」と言う人あり〕 

○須藤上水道部長 大きいのが見つかりましては、

それについては漏水修繕しまして、ある程度やっ

ぱり有収率は塩原地区も上がってはきている。一

応ブロックとしては塩原温泉街だと箒根地区、黒

磯は３カ所ぐらいですか。３地区ですね。西那須

が２地区で、８ブロックで回しながらローテーシ

ョンを組んでやっていきたいと思っています。失

礼しました、西那須３ですか。ちょっとふえてい

るものですから。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。今後の話になるんでし

ょうけれども、そうするとこの漏水調査というの

は最終的には８年サイクルでということですけれ

ども、総額はどのぐらいになる予定なんでしょう

か。 

○眞壁委員長 課長。 
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○小仁所水道課長 おおむねでございますが、年間

に約1,000万程度ということですから、単純に考

えますと8,000万ぐらい。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、その件はわかりました。 

  じゃ、次に、先ほどもちょっと課長のほうから

説明いただいた中の供給単価と給水単価、昨年か

ら見ると多少単価自体が変わってきているわけで

すけれども、これらの原因は何でしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 これは供給単価というのは、有

収水量で水道料金収入を割ったものなんですね。

高くなったというのは、水道料金収入のほうが多

くなったということなんですね。人口が若干減っ

ているということと、有収水量が若干減っている

んですが、その比率ですか、何と言ったらいいん

でしょうね。 

○黄木水道課長補佐 こちらの供給単価、給水原価

というのはたしか経営指標としてつくられており

まして、積み上げというよりは結果から計算され

ております。まず、供給単価なんですけれども、

こちらは給水収益を有収水量で割っております。

それから、供給原価につきましては、経常費用に

ついて有収水量で割っていますので、今年度は前

年度に比べて収益費用等が上がってません。一方、

有収水量は下がっているんで、結果的にこちらの

両方の単価、原価が上がったという結果でござい

ましたということで、経営分析の一つの資料とし

て見ましょうということになります。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これをなぜ聞いたかというと、差額に

関して言うと非常に大きいと思うんですよね。考

え方ではですよ。前年度であれば3.84円だったも

のが、今回は1.55円ということですから、利益率

が下がったという形になりますね。だから、そう

考えると、やはり漏水を防ごうとか、アスベスト

管の布設がえとか、いろいろなそういった部分で

言えば給水単価というのは当然上がっていくんだ

ろうとは思うんですけれども、ここの兼ね合いな

んていうのは今の補佐の説明からいくと、結果と

して数字を見たらこうなったということですよね。

ということは初めから例えばの話ですけれども、

じゃ、この差額を最低でも３円ぐらいは担保して

いこうよと、確保していこうよと。そういったこ

とは特別ないということですね。余り考えてはな

いということですか。 

○黄木水道課長補佐 水を売って商売なので、ぴっ

たり予想することはできませんけれども、予算要

求時点では、ここがもちろん逆転しないように、

ある一定の幅を持たせるように予算は編成してお

ります。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、ちょっと企業債の償還金につい

てお伺いをしたいんですが、この償還金に関して

言えば、一覧表がありますから、見れば一目瞭然

でわかるわけですけれども、今回前年から比較す

ると、かなり返済額が大きくなっているわけです

ね。早く返す分にはそれにこしたことはないんで

しょうけれども、ただ、見ればわかるように、も

う平成50年近くまで返済が続くものがたくさんあ

りますので、今回の主なそのふえた、２億何がし

ふえているわけですけれども、それについてご説

明いただければと思うんです。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 昨年度につきましては年度途

中で震災関連の企業債の借りかえという制度があ

るんです。要は以前に高い金利で借りたものを安

い金利で借りかえることができるんですね。それ

を行いましたがゆえに、一旦全部お返しするんで
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すよ。その分で償還元金がぼんとはね上がってお

ります。ただ、長い目で見ると、今度はその先の

償還利息のほうでそれが低減されますので、今回

はちょっとぽんとはね上がりましたけれども、今

後少しは、元金じゃなくて利息分なんですけれど

も、下がっていくような形になってございます。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、この決算書の部分でいく

と29ページから載っているわけですけれども、ど

れに当たるんでしょう。 

○黄木水道課長補佐 33ページごらんいただけます

れば、下のほうに発行年月日が９月とちょっとイ

レギュラーなものが見えると思うんですけれども、

下が借換債になります。33ページ、借り入れ時期

が平成25年９月というふうに。 

○吉成委員 ９月20日と。 

○黄木水道課長補佐 これが何本かあると思うんで

すけれども、これが借換債になります。 

○吉成委員 この１、２、３全部。 

○黄木水道課長補佐 そうです、ここから下、そう

ですね。９月に書いているものが全部借換債にな

ります。 

〔発言する人あり〕 

○黄木水道課長補佐 0.2とか0.3とか極端に利子が

下がったということで、最終的には繰上償還によ

りまして全体的には下がるという。 

○吉成委員 34ページの一番上までということです

ね。 

○黄木水道課長補佐 そうですね。よろしいでしょ

うか。ちょっと補足説明させていただきたいと思

います。 

  それまでに借りていたものというのが合計で５

億4,330万円借りておりました。合計で14本です

ね。これの主な年利というのが大体５％弱から

５％強というような利率となりました。これにつ

きまして、今回新たに、もう返してしまった分は

いいんで、残っている部分について借りたのが２

億1,470万円でございました。この利率としまし

ては、おおむね0.2％から0.5％、かなり安いもの

に借りかえることができました。そうすることに

よりまして、償還利息のほうが約４億ちょっと返

す、返さないんです。どう言ったらいいのか。 

○吉成委員 今４億ぐらい。 

○黄木水道課長補佐 そうですね。 

  そのようになりました。 

  以上でございます。 

○吉成委員 ありがとうございます。了解です。 

  当然それは国の施策として別に水道会計と限ら

ず、ほかの一般会計での土木債でも何でもこれま

でもあったわけですけれども、それと同じ扱いが

水道のほうでもあったということでいいわけです

ね。了解しました。 

  あと、東京電力からの賠償金ということで平成

23年から続いてきているわけですが、これらの請

求ですね。市として請求するんだと思うんですけ

れども、それらはどういった積算で請求していく

んでしょう。積算というのか、その金額をどうや

って出していくかということですね。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 東電の賠償金につきましては、

対象となるものはかなり限定されております。今

回の賠償の対象となったものは、この決算におけ

る賠償428万何がしの内訳なんですけれども、ま

ず１つが放射能対策に係る職員の時間外費用、こ

れが約４万6,000円。もう一つが放射線の測定費

用及び浄水発生土の保管にかかる費用、これが

424万3,000円。こちらについては実際実費ですね。

実費について請求し、認めていただいて賠償とな

ってございます。 
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○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 保管に関してということで、今現在そ

うするとどのぐらいの保管量になりますか。 

○黄木水道課長補佐 浄水発生土につきましては、

浄水発生土が発生する上水道が鳥野目浄水場と千

本松浄水場の２カ所にございます。おのおのそこ

で発生したものをそこで保管しておりまして、千

本松の合計が223ｔ、鳥野目の合計が296ｔになっ

ております。 

  ちょっと補足説明をさせていただきますと、そ

のうち１㎏当たり8,000㏃の放射能、こちら指定

廃棄物になりますので、これについては国からの

委託ですので、それ以外のものについてはこちら

は当然賠償の対象となってございます。 

○吉成委員 ということは以下という意味ですね。 

○黄木水道課長補佐 そうですね。それについても

まだ我々処分先を確保することができないので、

保管しているというような状況がございます。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その保管しているのを金額に換算する

というのはどういう方法なんでしょう。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 保管そのものは敷地内に置い

ているだけでお金がかかっておりません。ただ、

それはフレコンバッグに入れたりとか、動かした

り、そういう作業に人を雇っているため、そうい

う委託金を請求しています。 

○吉成委員 袋に入っているものですね。そういう

意味。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

  じゃ、最後にお聞きしたいんですが、これも部

長が、去年私聞いたんですけれども、今回の質問

の中で部長が答弁されているんですけれども、監

査委員の報告書の中でも一部あったと思うんです

が、水道事業のアセットマネジメント計画策定業

務ということで28年まで今後続いていくんだと思

うんですね。この計画のもうちょっと詳細をお聞

きできればなと思うんですね。この資産管理をす

ることによって、どういった効果があるのか。ま

た、資産管理はこれまでとどこがどう違うのか、

それをちょっとお聞かせ願えれば。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 詳しい資料が手元にないので、

うまく説明できるかどうかわかりませんけれども、

まず、アセットマネジメントというのは設備のデ

ータの部分と、それから管路網、マッピングの部

分と、それと会計システム、その関係から成り立

っています。施設のほうのデータから修繕計画と

いうようなものが出てまいります。それからマッ

ピングにしても管路網の老朽化とか、そういった

ようなデータも出てまいります。それが会計シス

テムのほうと連結されまして、財政計画が立てら

れるようになると。古くなったからすぐにという

ことであると、財政的に非常な負担がかかるとい

うようなこともありますけれども、財政計画がそ

れでできてくるということですね。企業会計とし

てやっていけるような形で優先順位を決めていく

ということも可能になるということです。 

  従来ですと、目についたところ、壊れたところ

を直していくとか、あるいはベテランの職員がそ

ろそろここは直さなければいけないなとかという、

そういう感覚的なところに頼るところもあったん

ですが、これからはデータとして見える形で修繕

計画も成り立っていくという形になります。ざっ

と言うとそんなような内容でございます。 

○眞壁委員長 部長。 

○須藤上水道部長 まず、水道ということは施設が

あって、それで水を売っているわけなんです。そ
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の施設がどれだけたって、耐用年数というのがご

ざいますので、その施設を例えば今年度つくった

ものを40年後に修理しなければならない。そうい

うのを積み重ねていったものになるんですね。そ

うすると、切りかえが来ますので、そこらとの平

準化を図るためにどれだけの資産があって、その

資産を直すためにはどれだけのお金がかかる。そ

のためにはどれだけの収入を得なければならない

というのをある程度つくっていきまして、その中

で先ほど課長が申したとおり、重要度なりを見な

がら、その修理なり更新をしていくという形の計

画といいますか、それを今現在、答弁でもちょっ

と言ったと思うんですが、那須塩原市の水道施設

についてはある程度古いものでいくと昭和８年あ

たりにつくった古いものがありますので、なかな

か資産の把握はできていない状況なものですから、

25年から28年、ちょっと長い期間になってしまい

ますが、その中でアセットマネジメントをつくっ

て計画をつくっていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 大枠はわかりました。最終的には三、

四十年の中長期的な計画になるんだという説明だ

ったと思うんですけれども、私は単純に考えます

よ。単純に考えるのに25年から28年というと、５、

６、７、８ですから４年間かけて計画をつくると

いうことになるわけですよね。もっと早くつくる

ということは、何か計画というともう少し早くで

き上がるような気がするんですが、これだけのや

っぱり年数がかかる一番の理由というのは何なん

でしょう。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 実は計画を立てるには前段階

の準備をしてあります。何かというと、先ほど言

いましたけれども、設備の状況とか資産の状況を

まず事細かに調べ上げないと計画に着手できない

んですね。我々その事業を古くからやっておりま

して、資料というのが紙ベースであったり、ない

ものもございます。これを全てコンピュータに載

せなくてはいけないんですね。そうすると、紙ベ

ースのものをコンピュータに載せる。ないものは

現地へ行って調べる。そういう調査に実はかなり

…… 

○吉成委員 来年もやるんだっけ。 

○黄木水道課長補佐 来年も含めて調査する予定で

す。その調査が全部でき上がって、それをコンピ

ュータに落として以降、今度そのシミュレーショ

ンなどをして計画に持っていくということになり

ます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、本当に膨大なデータが今

現在でも関係資料がもちろんあるものと説明を受

けたように、ないものは再度調査するということ

なんでしょうから、それらは委託でやるわけです

ね。その委託という人たちはこのアセットマネジ

メントに関してはもう間違いなくプロだというこ

とになるわけですか。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 実名を出してしまってよろし

いですか。日本上下水道設計という、そういうも

のを専門にやっている会社にお願いしてございま

す。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 最後に、今後も当然計画が上がってき

た中ではいろいろな議員からの質問が出るのかも

しれませんけれども、このアセットマネジメント

計画が策定されることによっては、これまでの計

画、水道ビジョンがあって計画があったわけです

けれども、それで平成28年で漏水管というか石綿

セメント管の更新工事とか、そういったものがひ
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とまずは、実際にはその先までやらざるを得ない

ということにはなっていますけれども、それらの

延長計画もそういった中に含まれていくというこ

とになるわけですか。 

○眞壁委員長 課長。 

○小仁所水道課長 そういうことになると思います。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは最初に立てた計画からい

けば、もっと細かな、もっと行き着く先、最終的

に240キロの石綿セメント管の例えば布設がえ、

そういったものがもう明確にこの時期には終わり

ますよというふうなこれまで以上に細部にわたっ

たというか、余り大枠でじゃなくて、もうちょっ

と時期的にも明確なものの計画になっていくとい

うことなんでしょうか。そこまで言い切れないと

いうことですね、その顔は。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 そうですね。老朽管更新につ

きましては確かにそうしたいのはやまやまなんで

すけれども、今言ったアセットマネジメントはど

ちらかというと財政計画と施設の耐用年数とか、

そういうもののバランスを見て平準化しようとい

う計画です。老朽管につきましては、実はもうや

れるところはやってしまっているんです。やりに

くいところだけが残っていて、それも先々もし使

わなくなれば、もうやめてしまってもいいわとい

うところが残っているんで、そういうことで、財

政課だと、こういう計画とはまた別個の判断も加

味される必要があるので、一概にリンクするとい

うのはちょっとここの場では申し上げられないの

が現実でございます。すみません、ちょっと変な

言い方で。 

○吉成委員 はい、わかりました。了解です。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

  副委員長。 

○松田副委員長 ちょっと今のアセットマネジメン

トなんですけれども、やっていただいている会社

なんですけれども、それは多分平成16年か何かに

厚生労働省がアセットマネジメントの水道の基準

を決めて、多分マニュアルつくってあると思うん

ですけれども、それに基づいたやり方でその業者

というのはやっているんですか。大体どこの市町

村でもそれに基づいてやっていると思うんですけ

れども。あるんです、マニュアルが。200ページ、

300ページぐらいのもの。 

○眞壁委員長 課長補佐。 

○黄木水道課長補佐 その指針に沿って作業をやっ

ているということです。 

○松田副委員長 わかりました。いいです。 

○眞壁委員長 ほかございますか。よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ほかにないようですので、質疑、ご

意見等を終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第９号 平成25年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については、原案のとおり認定すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第９号については原案のとおり
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認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 その他に入ります。 

  その他で何かございますか。 

  執行部。 

○須藤上水道部長 じゃ、きょうお配りしたものに

つきまして次回からはなるべく早く配れるように

していきたいと思いますんで、大変失礼いたしま

した。 

○眞壁委員長 委員さんのほうからは。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  その他ないようですので、水道課の審査を終了

いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○眞壁委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査  

○眞壁委員長 それでは、下水道課の審査に入りま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 今回、下水道課関係の付託案件はご

ざいませんので、これより予算審査特別委員会

（第四分科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第50号 平成26年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生下水道課長 （議案第50号について説

明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第50号 平成26年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第50号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第54号 平成26年度那須

塩原市下水道事業特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生下水道課長 （議案第54号について説

明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員からのご質疑、ご意見等をお受けいたし

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第54号 平成26年度那須塩原市下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第54号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○眞壁委員長 次に、議案第55号 平成26年度那須

塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生下水道課長 （議案第55号について説

明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、１点だけ。今回のこの南赤田の

修繕費が先ほど課長の説明からいくと、供用が平

成８年にスタートということで、老朽化が進んで

いるというお話があって、今回修繕料ということ

で、この413万1,000円計上されているわけですけ

れども、ということは、今後もほかの機器に関し

ても更新が必要になってくるということになるん

でしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいま委員のほうから質問

がございましたですけれども、南赤田地区の浄化

センター、それから農業集落排水の事業では東部

にももう一つの施設がございます。これらにつき

ましては、東部のほうが新しいわけでございます

が、基本的に電気機器とか機械類、そういったも

のは一定の耐用年数というものがございますので、

表面上異常がなくても突然故障してしまうという

ようなことが考えられます。今回補正をお願いい
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たしましたけれども、私どもの下水道課のほうで

は農業集落排水のほかに一般の公共下水道の水処

理センターも管理しているわけでございます。そ

ういったものに比較しまして、まだこちらのほう

は新しかったものですから、今までこういう大き

い修繕というものがなかったわけですね。ですの

で、今回以降、来年度以降の場合によってはこう

いう機器の更新が出てくるかもしれません。現状

としましては、維持管理の中で異常は見つかって

はおりませんが、この部分については異常が出て

きてしまったということで今回補正を計上させて

いただいたものでございます。よって、今後計画

的に修繕するような形になってまいろうかと思い

ますが、当面下水道のほうの修繕というか計画、

そちらを今優先している状況でございまして、な

かなかこちらのほうに手が回らないというのが現

状でございます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。南赤田に関しては９年

からで、東部は16年なので、東部に関しては大分

年数的にはまだ新しいので、そちらの修繕等はま

だまだ発生しないんだとは思うんですが、了解し

ました。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第55号 平成26年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 議案第55号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第四分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生下水道課長 （認定第１号について説

明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、１点だけ伺います。衛生費148

ページ、浄化槽設置に関しての補助ということで、

今、課長さんのほうから説明いただいたわけです

が、この中で市単独事業として今年５基設置をし

ているわけですけれども、この地域はどの辺に当

たるんでしょうか。 
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○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 こちらのほうにつきましては、

本来基本的には補助事業ということで、浄化槽の

区域は下水道の区域以外のところでの適用になる

わけでございますが、下水道の整備区域の中にあ

りまして、どうしても補助金を整備のほうがまだ

まだこの先５年とか６年とか、そういう長い期間

待ってもらわなくては進まないというところがご

ざいます。そういったところに割り当てたもので

ございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 一応それはわかっているんですけれど

も、黒磯地区とか西那須地区のこの辺とかという

のはどうなんでしょう。ばらばらなんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいまの質問でございます

が、申しわけございません。ちょっと手元では具

体的な位置は承知してございません。申しわけご

ざいません。 

○吉成委員 あとちょっと気になるのは、計画区域

に入っていて、なかなか下水道が来ないというこ

とでこの市単独でやっている。これは今までもや

ってきたわけですけれども、希望としては今回５

基ということなんですけれども、希望は実はもっ

と多かったとか、希望どおり５件しかなかったの

で、５件採択して予算執行したということなんで

しょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 希望ということでのご質問で

ございますが、こちらは今までも希望があったも

のについて全て採択というか補助を適用してござ

います。予算枠としましてはもう少し枠が用意し

てございましたので、希望があったところについ

て全て対応しております。 

  以上です。 

○吉成委員 了解です。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 よろしいですか。 

  ないようですので、質疑、ご意見等を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成25年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第１号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 次に、認定第５号 平成25年度那須

塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生下水道課長 （認定第５号について説

明。） 
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○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  それでは、説明が終わりましたので、各委員か

らの質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  吉成委員。 

○吉成委員 366ページ、雑入で先ほど課長の説明

をいただいたんですが、東電に対する賠償の件

なんですけれども、前年度は150万ぐらいの雑入

として入ってきていたわけですけれども、説明

によれば25年度分が26年度決算で当然入ってく

るというような説明だったんですけれども、実

際にはどのぐらいの請求額になったんでしょう

か。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 請求額としまして、実際に入

った額ということで申し上げたいわけなんですが、

こちらは…… 

○吉成委員 わかりました。意味はわかりました。 

○久利生下水道課長 4,437万962円でございます。

こちらのほうが４月30日に入金となってございま

す。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これに関しては、どういうものに対し

ての約4,400万の補償、賠償になるんでしょう。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 内容としましては、大きいも

のでは汚泥の処理費ということで、私どものほう

では通常時であれば民間のほうの処理のほうに任

せるところなんですが、それができないというこ

とで、資源化工場のほうにその分を多く搬出する

ことになります。資源化工場のほうも単価のほう

も上がっているところから、大部分が汚泥処理費

のほうの増加、処理費の増加という金額になりま

す。 

  もう一つは、汚泥の線量の測定ということで、

そちらのほうが約27万円ほどが含まれているもの

でございます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 もちろん8,000ベクレル超えているわ

けじゃないから指定廃棄物ではないわけですけれ

ども、その線量測定で現在はどのぐらいの数値を

示しているんでしょう。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 最新のものでまいりますと、

黒磯水処理センターのもので230ベクレル、それ

と塩原から出るもので40ベクレルという数値にな

ってございます。 

  以上です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 日量なんでしょうか、月量なのかわか

りませんけれども、量的にはどのぐらいの汚泥で

しょうか。汚泥の量。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 こちらのほうにつきましては、

汚泥としまして月当たり約100……じゃ、全体と

しまして言いかえさえていただきたいと思います。

全体としまして、年間黒磯では1,550ｔ程度、塩

原のほうでは215ｔ程度出ておるものでございま

す。 

○吉成委員 年間ですね。 

○久利生下水道課長 はい。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、次に、373ページ、それと、こ

の二、三日前にいただいた那須塩原市の下水道、

これは373ページの下水道整備状況のここでは汚

水ということで載っているんですけれども、これ

より細かく、このページでいくと17ページになり

ますかね。ここで17ページの普及率及び水洗化率
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ということで地区別に細かく載っていますよね。

ここに整備率というのが出せないんですか。この

地区は今このぐらい認可区域に対して設置されて

いますよという、そういったパーセントというの

は出てこないんでしょうか。ちょっとそれを出な

ければあれなんですがお聞きしたいんですけれど

も。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいまの質問でございます

が、各地区での整備率ということかと思います。

こちらの中では申しわけございませんが、現在今

手元に資料ございませんけれども、同じ資料の９

ページの中にはこの細かい地区ではございません

が、黒磯地区、塩原地区の単独公共、それから、

東那須野、西那須野、塩原、板室、アカバヤシ特

環等々ございますが、この中で番号でまいります

と、⑦という欄があろうかと思います。⑦でござ

いますね。そこに水洗化率というようなことが書

いてございまして、それとあわせまして中盤のほ

うに整備面積と。そして12番のところに整備率と

いう欄があろうかと思います。ここで大枠になり

ますけれども、数字が載っているものでござい

ますので、先ほどの地区がこの９ページの中の

ところに入るかというのをごらんいただいた中

で、全体として捉えていただければと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、９ページのほうを見てな

かったのでわかりました。ただ、データとしては

17ページぐらいのこの区間が区割りでの数値もあ

るということなんですよね。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 手元にございませんが、ござ

います。 

○吉成委員 了解です。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 もう１点。同じページで373で、長寿

命化に対しての基礎調査業務を750万からかけて

行ったわけですね。これらについての結果という

んですか、そういったものはどのようなデータが

出たんでしょうか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 このデータということでのご

質問でございますけれども、基本的に管渠の部分

にかかるものでございますが、データを見ますと、

経年劣化、それから硫化水素等による劣化、こう

いったものが実際にデータとしてあらわれてござ

います。写真データですね。そのようなことから

……失礼しました。 

○吉成委員 ここに書いてあるのは基礎調査表なん

ですね。 

○久利生下水道課長 大変失礼しました。あくまで

もこれはデータ収集だけでございますので、まだ

結果としてはまとまって…… 

○室井下水道課長補佐 昨年度データ収集という形

で全地区の管渠を年度別と会計別調査しまして、

そちらを基礎調査という形で昨年度やりまして、

今年度についてそれを詳細に計画していくとい

う。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 調査の方法としてはカメラを入れて調

べるとか、そういった形をとったわけですよね。

データ量というのはどんなデータ量なんですか。

これだけの金額ということは相当のデータ量にな

るんですけれども。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 基本的に管渠の路線ごととい

うことになりますので、先ほどちょっと触れまし

たが、カメラのデータ、それから、それに対して
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の一定の今度は判定を求めていくものでございま

すから、分析等が加わっていくものでございます

ので、データ数としてはかなり多いものと認識し

ております。 

○吉成委員 はい、了解です。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

  副委員長。 

○松田副委員長 カメラ関係、下水道の関係のカメ

ラを検査できる会社というのはこの那須塩原市で

は何件ぐらいあるんですか。何業者か。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいま業者の数ということ

でご質問ございましたが、那須塩原市内というこ

とになりますと、支店も含めてでございますが、

数はそう多くございませんで、４社ございます。 

○松田副委員長 はい、わかりました。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第５号 平成25年度那須塩原市下水道事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第５号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○眞壁委員長 次に、認定第６号 平成25年度那須

塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○久利生下水道課長 （認定第６号について説

明。） 

○眞壁委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりました。 

  各委員からの質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。どうでしょう。 

  吉成委員。 

○吉成委員 379ページの受益者分担金というとこ

ろで課長の説明の中で、平成25年度で言えば31戸

接続したところがふえたというご説明をいただい

たわけですよね。これは南赤田、それから東部合

わせてということでよろしいんですね。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 この件数につきましては、南

赤田が15戸、東部が16戸、合わせて31戸というこ

とでございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これもいただいている那須塩原の下水

道の29ページに事業概要等が載っていますので、

これを見ればわかるんですけれども、それぞれ事

業の地域としては７集落別になっているわけです
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が、単純にあの地域を見たときに、宅地造成が結

構進んできているのかなという気がするんですね。

当初のこの計画、面積で言えば南赤田のほうが

85ha、それから東部のほうが70haということで、

それぞれ加入戸数というのも期待されているわけ

ですけれども、これらについては今の農集の能力

からいくと、その対象戸数をふやすとか、そうい

ったことは難しいということなんでしょうか。か

なり何か宅地化が進んできているような気はする

んです。そこはどういうふうに考えて。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいま議員のご質問では、

それぞれの地区において宅地化が進んでいるのだ

けれども、能力と申しますか、受け入れ体制はど

うなのかというような趣旨で捉えております。そ

の件につきましては、ここの農業集落排水につき

ましては、本来地元の方がもともと農業集落排水

事業に参加いたしますというような形で手を挙げ

た方がこの事業を展開しているわけでございます。 

  一方、ただいまの質問にありましたように、管

渠が入っている沿線での開発が確かに進んでござ

います。したがいまして、こちらを管理する立場

といたしましては、目の前に管渠が通っている部

分、これについて接続できないかという問い合わ

せに対して、全部全てだめだということについて

も公共水域の保全という観点からは好ましくない。

一方ではもともと参加する人数が決まっておりま

すので、能力も限界がございます。そのために現

在ではそういう開発関係のものについて、まず受

け付けの段階で管渠に能力があるかどうか。そう

いったものを審査した中で、余裕があるうちは受

け入れましょう。全て加入がもともとの参加した

方が全てつないでいるかというと、まだつないで

おられない方もいらっしゃいます。そういった方

の分を残しておかなければなりませんので、その

あたりを精査しながら対応しているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○眞壁委員長 吉成委員。 

○吉成委員 南赤田に関しては先ほどの説明でもあ

ったように、やはり平成９年から供用開始してい

ますので、もうここを見ても数字が出ているよう

に、残り少ないわけですよね。当初の加入戸数か

らいくとですね。そろそろもう限界かなという気

はするんですが、東部に関して言うと、まだ20％

ぐらいの余裕があるわけですね、加入者に対して。

そこでは特にあの地区のほうが新しい分譲地がで

きているような気がするんですけれども、その辺

の最終的に加入戸数と新規で入ってくる部分との

バランス、どういうふうに今考えていらっしゃい

ますか。 

○眞壁委員長 課長。 

○久利生下水道課長 ただいまそのバランスという

観点でのご質問でございますけれども、委員ご心

配のように、現段階でかなり南赤田92.5％、東部

のほうが79.6％ということで、余裕のほうがだん

だんなくなってきている状況でございます。そう

いう中でまだ未加入の方がいらっしゃいますので、

まずその人たちを優先的に水洗化の普及をいたし

まして、その確認を得ながら、一方では開発のほ

うを受け入れるという体制でございますので、非

常に先ほども申し上げましたが、バランスという

か余裕率の中での検討でございますので、判断は

非常に微妙なところに今来ているのが現状でござ

います。したがいまして、今後も審査の段階では

なるべく地元の方優先というような観点で、開発

のほうについてはいずれかの時点では必ず制限が

まいりますので、やみくもに受け入れるというこ

とは差し控えたい。その辺を見きわめながらの状

況で判断をしていくことになろうかというところ
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で、明確な回答ではございませんが、注意しなが

ら扱っていきたいというところでございます。 

  以上でございます。 

○吉成委員 了解しました。 

○眞壁委員長 ほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決をいたします。 

  認定第６号 平成25年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 認定第６号については原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 その他に入ります。 

  その他で何かございますか。 

  執行部。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 委員さんのほうは。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○眞壁委員長 以上で上下水道部の審査が終了とな

ります。 

  上下水道部の審査を終了したいと思います。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

休憩 午後 零時３５分 

 

再開 午後 零時４０分 

 

○眞壁委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○眞壁委員長 それでは、その他に入ります。 

  事務局から連絡があります。 

（事務局説明） 

○眞壁委員長 ほか皆様のほうから何かありません

か。 

〔発言する人なし〕 

○眞壁委員長 それでは、本定例会における委員会

の議事日程は全て終了をいたしました。 

  本委員会の審査報告書につきましては、本職が

作成しまして、議長に提出をいたしますので、ご

一任をいただきたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○眞壁委員長 これをもちまして建設水道常任委員

会を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 零時４２分 




